


Ⅱ．地震対策マニュアル(例)

 (
地震対策マニュアル
(例)の特徴
)

①「I.地震対策マニュアルの基本的な考え方」を踏まえ、中小規模の水道事業者が策定する地震対策マニュアルの標準的な内容を、例として整理した。マニュアル作成時の助けとなるよう実践的な内容とし、これを表や図を用いて容易に理解できるようにした。

②震災時に実施する業務全体を一覧できるように、業務項目を整理した『業務概要表』を作成した。(表2-1(PⅡ-12)参照)

③震災時に、誰が、いつ、何を、どのように行うかを明確にするために、担当毎に実施する業務項目を抽出し、それらの実施時期、具体的な業務内容、実施上の留意事項等を示した『業務内容表』を作成した。
　　　　 初動体制の確立(全職員)：PⅡ-35～38参照
　　　　 水道給水対策本部長等  ：PⅡ-52～53参照
総務班　　　　        ：PⅡ-54～66参照
応急給水班　　        ：PⅡ-67～76参照
施設復旧班    　　    ：PⅡ-77～87参照
管路復旧班　　        ：PⅡ-88～101参照
これにより、担当部分の数頁を確認するだけで、業務内容を把握できるようになっている。

なお、本マニュアル(例)は震災時に対応すべき事項を網羅しているため、各事業者では、規模・特性を考慮して必要に応じてこれらの取捨選択等を行い、マニュアルを利用し易いものにする。

④本マニュアル（例）の朱書き部は、マニュアルを検討する際の留意点を示しているため、最終的に策定される地震対策マニュアルからは削除する。
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Ⅱ．地震対策マニュアル(例)
地震対策マニュアル(例)は、以下に示すモデル事業者を想定して作成したものである。

表　モデル水道事業者の概要
	項目
	内容

	行政区域内人口
	５万人

	水道事業者(水道課)の組織
	庶務・経理係、工務係、浄水係、営業係の４係により構成。
平常時は、浄水係は浄水場、その他の係は市役所内水道課に勤務するものとする。

	水道課職員数
	22人(課長を含む)
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[bookmark: _Toc127970570][bookmark: _Toc133175962][bookmark: _Toc135027829][bookmark: _Toc135044575]目的
○○市内において震度○以上の地震が発生した場合、○○市地域防災計画に基づき、○○市水道課は○○市災害対策本部の水道給水対策本部として、必要な応急対策を実施することが求められる。
本マニュアルは、○○市水道課が震災時に通常給水の早期の回復と計画的な応急給水の実施などの応急対策の諸活動を迅速かつ的確に実施できる体制を作り、震災対応を適切に行うことを目的とするものである。
なお、本マニュアルは、○○市地域防災計画および○○県地域防災計画の改定、また組織体制の変更等にあわせて、適宜見直す。

用語の定義
本マニュアルで使用している用語の定義を表1-1に示す。

表 1‑1　用語の定義
	区分
	用　　語
	定　　義

	対策本部
	市災害対策本部
	災害が発生あるいは発生のおそれがある場合、市地域防災計画に基づいて設置される災害対応のための対策本部。

	
	水道給水
対策本部
	災害が発生あるいは発生のおそれがある場合、市災害対策本部の組織下で応急給水､水道施設の応急復旧を目的として水道課等に設置される対策本部。

	水道事業者
	被災事業者
	地震により水道施設に被害を受けた水道事業者。

	
	応援事業者
	被災事業者に対して応急給水や応急復旧の応援を行う水道事業者。

	地震対策
	事前対策
	地震発生時の応急対策(ソフト対策) のための事前準備対策および水道施設の耐震化(ハード対策)等の地震発生に備えた対策。

	
	事後対策
	地震発生後、初動体制、応急体制を確立して行う応急給水や応急復旧等の対策。

	
	初動体制
	地震発生後、動員・配備した職員等により、震災初期の活動(情報収集・連絡、被害調査、緊急措置、応急給水等)を行う組織体制。

	
	応急体制
	応援事業者等を配備し、応急給水、応急復旧等を本格的に実施することができる組織体制。

	
	応急給水
	震災により断水が発生した場合、緊急の水需要に応ずるための臨時の給水。
断水状況を把握した上で、応急給水計画を策定し、給水車両や緊急貯水槽、仮設給水栓等を用いて実施する。

	
	応急復旧
	通水回復に向けて実施する被災水道施設の修繕(復旧)。
被害状況の把握、緊急措置、応急復旧計画の策定を行い、上流側の施設と幹線管路、優先管路等から順次、実施する。
応急復旧の後、仮配管等の仮設施設の本格的復旧、地下漏水の調査・修理等の恒久復旧を実施する。



[bookmark: _Toc133175963][bookmark: _Toc135027830][bookmark: _Toc135044576]地震対策マニュアルの構成
本マニュアルは、想定地震に基づき、水道システムの被害を想定し、地震対策の基本条件を整理した「１．総論」と、被害を未然防止・軽減するための「２．事前対策」、及び被害が発生した後に対応する「３．事後対策」から構成されている。

1． 総論
1.1 目的　　　1.2用語の定義　　1.3地震対策マニュアルの構成　
1.4 想定地震　1.5 被害想定と応援依頼等 
2． 事前対策
2.1 水道施設の強靱化　2.2 応急対策組織と業務　2.3 応急対策資料の準備2.4 関係機関との連携と受援体制　2.5 教育・訓練等　2.6広報
3． 事後対策
3.1初動体制の確立　3.2 応急体制の確立、応急給水、応急復旧
3.3受援対応

[bookmark: _Toc135027832][bookmark: _Toc135044578]想定地震
想定地震は○○市地域防災計画に基づき、表1-2に示す□□地震、△△地震とする。
想定地震の中で本市に最も大きな影響を与える地震は□□地震であり、同地震によるマグニチュードは7.8、市内における震度は６弱～７である。

[bookmark: _Ref151134580]表 1‑2　想定地震（例）
	想定地震名
	□□地震
	△△地震

	断層の位置
	＊＊県□□地域
	＊＊県△△地域

	震源の深さ
	約10km
	約30km

	地震の規模
（マグニチュード(M)）
	7.8
	6.9

	本市における震度
	震度６弱～７
	震度５強～６弱

	備考
	1920年(大正9)に発生。
M＝7.8
	




[bookmark: _Ref134803680][bookmark: _Toc135027833][bookmark: _Toc135044579][bookmark: _Ref139826059]被害想定と応援依頼等
各想定地震に対して、水道施設の被害を想定し、応援依頼業務を整理したものを表1-4に示す。
□□地震では、配水管の推定被害箇所数は○○○箇所となり、給水区域全域が断水すると想定され、被害が最も大きくなる。このような被害に対し、（表1-3に示す応急活動の目標達成時期を参考に）応急復旧・応急給水の目標を設定して、これを確保するための応急対策の実施体制を求めると、給水車両は最大○○台/日※1、応急復旧人員は最大○○人/日が必要である。
したがって、○○市水道課のみでは対応が困難であるため、表1-4に示す各業務については、行政部局や応援事業者※2、民間事業者※3の協力を得て実施することとする。被災時のリソース不足を鑑み、「上下水道耐震化計画」で位置づけた急所施設や重要施設等を参考に、上下水道双方の連携を強化し、一体的な調査及び復旧の優先箇所・優先ルートを予め整理しておく※4。

表 1‑3　目標達成の時期と応急活動の例
	発災後24時間以内
	避難所、医療施設等への水の供給に全力を挙げる。

	発災後72時間以内
	水道施設の復旧に着手する。

	発災後1週間以内
	応急復旧した水道施設による生活用水の供給を順次開始する。



※１ 必要な給水車両台数の算出式（例）
（給水車両台数）＝（被災人口×1人1日あたり給水量3L）/（給水車両容量×1日の給水回数）

※２ 被災した上下水道事業者は、上下水道一体の復旧に向けて、一気通貫した早期復旧を図る支援体制を確保すべく受援体制を構築する必要がある。
「上下水道耐震化計画」とは、災害に強く持続可能な上下水道システムの構築に向け、対策が必要となる上下水道システムの急所施設や避難所等の重要施設に接続する上下水道管路等について、上下水道一体で耐震化を推進するための計画である。

※３ 災害時には、被災した水道事業者のみでの応急対応には限界があり、被害の規模に応じて他の水道事業者等からの応援を受けることを想定した体制整備が重要である。
　応援活動を迅速かつ効果的に実施するためには、平常時から応援依頼や受入に関する体制を整え、必要な情報を整理しておくことが求められる。
　特に、応援隊が現地で速やかに活動を開始できるよう、受入環境（応援事業者に提供する資料や作業スペース等）を事前に整備しておくことが重要である。

※４ 対応が困難な業務は民間事業者にも協力を得ることを想定し、事前に協定締結等を行う方法も有効である。協定作成例は 「災害時相互応援協定策定マニュアル（国土交通省）」を参照されたい。
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[bookmark: _Ref138937183]
[bookmark: _Ref151132286]表 1‑4　想定地震による水道施設の想定被害と応援依頼業務(例) (
　ｆ2-3
応急対策業務（業務概要表
）
)
	想定地震
	水道施設の想定被害等
	応急復旧・応急給水目標
	応急対策実施体制
	応援依頼業務
	実施主体

	
	
	
	
	
	当
事業者
	共同
	(幹事)
応援事業者

	□□地震
(市内最大
震度７)
	・浄水場等の主要施設は全面的な被害
・配水管被害箇所数：○○箇所
・給水管被害箇所数：○○○箇所
・断水範囲　　　　：給水区域全域
・断水人口　　　　：○○○人
	・応急復旧目標期間：2週間
・応急給水目標
　・発災～3日： ３L/人･日程度
(応急給水用貯水施設（耐震性貯水槽）や給水車両等による)

· 7日： 20L/人･日程度
　　　　　　 (配水本管付近の仮設給水栓等による)

· 14日：被災前給水量
　　　　　　 (仮設給水栓や共用栓による)
	給水車両(最大)：
○○台/日

応急給水人員(最大)：
○○班/日・○○人/日

応急復旧人員(最大)：
　○○班/日・○○人/日

	応急給水計画の策定
	
	○
	

	
	
	
	
	応急給水の実施
	
	○
	

	
	
	
	
	応急復旧計画の策定
	
	○
	

	
	
	
	
	漏水調査の実施
	
	
	○

	
	
	
	
	応急復旧工事の実施
	
	○
	

	
	
	
	
	－
	－
	－
	－

	△△地震
（※参考）
(市内最大
震度５強)
	・浄水場等の主要施設は水供給に影響を及ぼす被害はなし
・配水管被害箇所数：○箇所
・給水管被害箇所数：○○箇所
・断水範囲　　　　：○○給水区域の一部が断水
・断水人口　　　　：○○○人
	・応急復旧目標期間：１週間
・応急給水目標
　上記に準じ(期間を除く)、断水状況に応じて対応。
	給水車両(最大)：
○台/日

応急給水人員(最大)：
○班/日・○人/日

応急復旧人員(最大)：
　○班/日・○人/日
	応急給水計画の策定
	○
	
	

	
	
	
	
	応急給水の実施
	
	○
	

	
	
	
	
	応急復旧計画の策定
	○
	
	

	
	
	
	
	漏水調査の実施
	
	
	○

	
	
	
	
	応急復旧工事の実施
	○
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[bookmark: _Toc133175971][bookmark: _Toc135027841][bookmark: _Toc135044586]
事前対策
本章では、災害発生前の事前対策として、施設強靱化の考え方や、速やかな応急給水・応急復旧を行うためにあらかじめ確認・整理すべき事項として、応急対策組織と業務、応急対策資料、関係機関との連携と受援体制、並びに教育・訓練について記載する。

水道施設の強靱化
水道施設の強靱化は別途定めている上下水道耐震化計画を基本として進める。
※水道施設の強靱化にあたっては、個々の施設の耐震化を進めるだけでなく、水道全体をシステムとして捉え、複数の水源間の相互融通や幹線管路の相互連絡、配水管路のループ化、ブロック化などにより、安定給水を確保するための多面的な補完を行い、全体の相互作用によって地震被害を軽減する方策を積み重ねることが重要。

応急対策組織と業務
震災時の応急対策は、水道給水対策本部を設置し組織的に進める必要があるため、本項では、組織体制、役割分担を定める。
震災時の応急対策業務は、初動体制の確立、応急体制の確立、応急給水、応急復旧、受援体制の確立に大別される。表2-1 (PⅡ-12参照)に応急対策業務（業務概要表）を示す。
上下水道一体で早期復旧が図れるよう、平常時から、○○市下水道課と連携し、上下水道一体での調整、連携体制を構築しておく。※１
また、平常時より、上下水道一体で取り組むべきことを決めておくことが重要であり、災害発生時における応急給水状況や上下水道の応急復旧状況の情報共有方法、上下水道で双方の地震対策マニュアル及びBCPの内容、災害時支援要請の枠組み（図2-3、PⅡ-26参照）等を確認・共有する。※２
※１ 被災住民が早期に水を利用できる状態にするため、「急所」となる施設、重要施設を含め、効率的・効果的に復旧する必要がある。平常時より、上下水道一体で取り組むことが有効であるものについて、上下水道で認識を合せることが重要である。
※２ 令和6年能登半島地震での上下水道一体での調整体制や断水解消優先の応急復旧が早期復旧に一定の効果があったことに鑑み、平常時からの綿密な連携と調整、意思決定を図り、以下の①～③を含め、上下水道一体での早期復旧が図られる体制、また水道の給水から下水道の流下機能を効率的かつ迅速に復旧させる方針を地震対策マニュアルに反映することが有効である。
①上下水道一体の復旧を前提とした必要情報や復旧方針の整理
②有効な支援に向けた上下水道一体での作業環境・作業体制の整備
③上下水道一体での訓練の実施と上下水道ＢＣＰの作成・改善


表 2‑1　応急対策業務（業務概要表）（案）
	業務区分
	業務項目
	実施主体
	主な実施担当（当事業者）

	
	
	当
事業者
	共同
	(幹事)応援
事業者
	対策
本部長
	水道
技術
管理者
	総務班
	応急
給水班
	施設
復旧班
	管路
復旧班

	初動体制の確立
	0.初動体制の確立等
	 1職員の動員と配備
	◎
	
	
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎

	
	
	2職員参集時における被害状況把握
	◎
	
	
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎

	
	
	3庁舎の点検と水道給水対策本部(給水本部)の設営
	◎
	
	
	
	
	◎
	
	
	

	応急体制の確立
	1.指揮・命令、総合調整
	指揮・命令
	11水道給水対策本部の活動の統括・指揮・命令[対策本部長、水道技術管理者]
	◎
	
	
	◎
	◎
	
	
	
	

	
	
	
	12班の活動の統括・指揮・命令[班長]
	◎
	
	
	
	
	◎
	◎
	◎
	◎

	
	
	
	13担当の活動の統括[担当責任者]
	◎
	
	
	
	
	◎
	◎
	◎
	◎

	
	
	会議等
	14水道給水対策本部会議(本部会議)[対策本部長、水道技術管理者、班長]
	◎
	
	
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎

	
	
	
	15班会議[各班の構成員全員]
	◎
	
	
	
	
	◎
	◎
	◎
	◎

	
	
	
	16他班との連絡調整[担当責任者]
	◎
	
	
	
	
	◎
	◎
	◎
	◎

	
	2.情報連絡・市民対応
	情報連絡等
	21資料等の準備(情報連絡、応援要請関係)
	◎
	
	
	
	
	◎
	
	
	

	
	
	
	22通信機器の確保
	○
	○
	
	
	
	○
	
	
	

	
	
	
	23緊急輸送車両確認証明書の確保
	○
	○
	
	
	
	○
	
	
	

	
	
	
	24地震災害関係情報(道路被害・復旧状況等)の確認
	○
	○
	
	
	
	○
	
	
	

	
	
	
	25水道施設の被害・断水状況、応急給水状況、応急給水・復旧計画の確認
	◎
	
	
	
	
	◎
	
	
	

	
	
	
	26国土交通省、都道府県等への状況報告
	◎
	
	
	
	
	◎
	
	
	

	
	
	市民対応
	27広報
	○
	○
	
	
	
	○
	
	
	

	
	
	
	28苦情対応等
	○
	○
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	61応急給水の実施(応急給水状況調査を含む)
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注)◎：当事業者で対応すべき業務項目（背景色：水色）、〇：当事業者で対応可能であれば実施し、必要に応じて行政部局や(幹事)応援事業者に依頼・連携可能な業務項目
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初動体制の確立（職員の動員と配備等）※１、２、３
震災時の職員の非常配備基準を表3-1 (PⅡ-35参照)に、非常配備体制を表 3-2(PⅡ-36参照)に示す。
また、表3-3(PⅡ-37参照)、表 3-4(PⅡ-38参照)に震災時の初動体制を確立するための職員の行動等（例）をまとめている。
なお、勤務時間外に震度○以上の地震が発生した場合は、職員は身の回りの安全を確保して、定められた場所に自主参集することを基本とする。

※１　地域防災計画との整合を図り、非常配備基準・体制、参集方法、留意事項などをあらかじめ整理しておく。

※２ 官民連携に関する対応
官民連携により運転管理や維持管理を担う民間事業者については、平常時から震災時の対応範囲や役割分担を明確にし、マニュアルに明記しておく。

※３ 広域連携に関する対応
広域連携により、経営の広域化後は組織内で拠点間の応援体制の構築等が可能となり、少人数での対応が困難な災害・事故が発生した場合において、迅速かつ的確に対応が期待される。したがって、広域化した事業者においては、拠点間の応援体制について、平常時から整理し、マニュアルに明記しておく。

[bookmark: _Toc133175966][bookmark: _Toc135027835][bookmark: _Toc135044581]応急体制の確立（応急給水と応急復旧）
水道給水対策本部
震災時には図2-1 (PⅡ-19参照)に示す水道給水対策本部長、水道技術管理者及び応急対策班（総務班、応急給水班、施設復旧班、管路復旧班）で構成する水道給水対策本部を設置する。

水道給水対策本部会議
水道給水対策本部の中に、水道給水対策本部長、水道技術管理者、総務班長、応急給水班長、施設復旧班長及び、管路復旧班長で構成する水道給水対策本部会議を設ける。
水道給水対策本部会議の主な決定事項等は次のとおりとする。
①水道施設等の被害状況を把握し、想定地震の被害との比較を行い、応急復旧・応急給水の範囲、規模、目標等
②他の水道事業者等への応急給水・応急復旧に関する応援要請の方針
③その他、事後対策に必要な事項
水道給水対策本部長等（PⅡ-52～53参照）　　
・水道給水対策本部長･･･水道給水対策本部の運営管理全般の統括を行う。
・水道技術管理者･･･････水道給水対策本部の技術面の運営管理の統括を行う。

各応急対策班の担当業務（PⅡ-54～101参照）　
応急対策班（総務班、応急給水班、施設復旧班、管路復旧班）の基本的な業務内容と役割は以下のとおりである。
応急対策班は班活動の指揮・命令を行う班長とその補佐・代理を行う副班長により統括する。
それらの統括の下、役割に応じて担当および現場作業を行うチームを置く。各担当には担当責任者を置き、業務を統括する。

総務班（PⅡ-54～66参照）
総務班は関係機関等との情報連絡、情報収集体制の構築、市民対応、応援事業者等への応援要請、必要な物資等の確保を行う。
情報収集体制の構築には、上下水道利用者からの情報収集手段と組織体制の構築（上下水道一体でのコールセンター設置等）を含めて対応する。

（情報連絡、情報収集）
・地震災害関係情報の確認（道路被害・復旧状況等）
・水道施設の被害・断水状況、応急給水状況、応急給水・復旧計画の確認
・国土交通省※1、都道府県等への状況報告（原則書面による連絡（緊急時は口頭可、後日書面作成））
・広報、苦情対応等（ホームページやSNSへの掲載、地域コミュニティの活用）

○広報すべき情報項目（PⅡ-31参照）
・応急給水状況（給水場所・時間等）
・水道施設の被害状況・復旧状況、断水区域・状況、断水解消の見通し
・水質検査中、濁水等のため飲用を制限しての配水等
・節水要請（漏水等により、水量が不足して断水する恐れがある場合）
・防災担当部局と連携した広報

※1 国土交通省への報告
被害が確認された場合は、都道府県経由で以下の報告を速やかに行う。
被害情報提供：国土交通省水道事業課への被害情報の提供※2
災害報告：　　国土交通省防災課への公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（負担法）に基づく災害報告

※2 健康危機管理の適正な実施並びに水道施設への被害情報及び水質事故等に関する情報の提供について（令和７年6月30日付国水水第110号、国土交通省水管理・国土保全局水道事業課長）
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/watersupply/content/001744328.pdf

（応援要請、物資等確保）
・通信機器、緊急輸送車両確認証明書の確保
・応援事業者に対する応急給水・応急復旧の応援要請と配備
・応援活動期間の目安、応急給水班との連携を踏まえた応援要請の適正な規模の検討
・宿舎・駐車場、給油所、車両整備所の確保
※災害復旧支援者の宿泊場所や作業拠点を確保するため、浄水場や下水処理場などを防災拠点化して活用することを検討する。また、被害状況のとりまとめや復旧計画の立案等を行うため、可能な限り上下水道の応援事業者が同一の場所で作業可能な拠点を確保しておくことが望ましい。
・物資等（食料、医薬品、救援物資、浄水用薬品等）とその備蓄スペース確保
・応援者・職員に対する用務（依頼受付と処理）

※その他、各事業者の特性や特徴に合わせて、応援車両のスタッドレスタイヤやチェーン、簡易ウェルポンプ等の必要な物資や支持材の情報提供、応援水道事業者の給水袋・仮設水槽等の持参の要否などを検討し、記載する。

応急給水班(PⅡ-67～76参照) 
応急給水班は断水状況等を把握して、応急給水計画を策定し、給水車両等を用いて応急給水を行う。

施設復旧班(PⅡ-77～87参照)
施設復旧班は浄水施設等について、被害状況の把握と緊急措置を行い、上下水道一体で早期に機能確保するため、重要施設や急所施設等を上下水道一体で復旧するなど、被災状況に応じた復旧方針や優先復旧箇所（表2-2参照）を整理したうえで、応急復旧計画を策定し応急復旧を行う。
被災後の災害査定においては、被災前後を比較し被災範囲を証明する必要があるため、日常的な点検に併せて、平常時の施設状況を説明することが出来る点検状況等の資料（巡視報告、出水期前点検、過去の災害後の点検報告、住民からの通報、写真等）を可能な限り整理しておく。

管路復旧班(PⅡ-88～101参照)
管路復旧班は管路について、被害状況の把握と緊急措置を行い、上下水道一体で早期に機能確保するため、重要施設や急所施設等に接続される管路を上下水道一体で復旧するなど、被災状況に応じた復旧方針や優先復旧箇所（表2-2参照）を整理したうえで、応急復旧計画を策定し応急復旧を行う。
※台帳のデジタル・クラウド化の推進、遠隔監視やスマートメータ、ドローンなど積極的にＤＸを推進することにより、施設、管路の被害状況の早期把握や調査の効率化を図ることが重要である。

表 2‑2　上下水道の被災状況に応じた上下一体での復旧方針（例）

	被災
パターン
	復旧方針（例）
	調整事項（例）

	上水道：×
下水道：○
	下水道の排水機能は確保できているため、水道の給水機能確保に向けた対応を速やかに行う。
	・水道復旧工事の時期及び復旧スケジュールの確認・調整

	上水道：○
下水道：×
	水道の給水機能は確保できており、排水機能確保のための下水道の復旧に向けた対応（応急復旧含む）を速やかに行う。
	・暫定機能確保のための仮排水ポンプ、仮排水管の手配
・下水道が使用できるまでの水道の使用制限の依頼
・上記による対応困難な場合の緊急放流の判断及び放流先に関する調査
・避難所等のトイレ対策に関する調整（マンホールトイレ設置等）

	上水道：×
下水道：×
	水道の優先復旧箇所に合わせて下水道を復旧し、上下水道一体の機能回復に向けた対応（応急復旧含む）を行う。
	・水道の優先復旧箇所の確認・調整
・水道の復旧スケジュールに合わせた下水道の応急復旧スケジュールの確認・調整


※被災パターン　○：被災無し、×：被災

情報連絡体制等
震災時の指揮命令や情報収集・広報等の情報連絡体制及び連絡方法を「4.2 情報連絡系統図」(PⅡ-102～104参照)に示す。

受援体制の確立
○○市水道課のみでの応急復旧、応急給水が困難である場合、他の水道事業者及び日本水道協会と交わした災害時相互応援に関する協定に基づき、他都市等に対し応援要請を行う。
事前対策として、円滑な受援活動を行うため、〇〇市の水道事業概要、受入体制、受入時の手続き等をとりまとめた、災害時受援マニュアル（応援事業者用）を策定している。※１,２,３,４

※１　災害発生時には、被災した水道事業者のみでの応急対応には限界があり、被害の規模に応じて他の水道事業者等からの応援を受けることを想定した体制整備が重要である。事前対策としては、円滑な受援活動を行うため、応援要請、応急給水、応急復旧に関する体制をあらかじめ整理しておくこと。

※２　応援要請においては、被害状況の把握手順、応援要請を行う担当者や連絡方法、応援要請先の窓口等を平常時から確認し、地震対策マニュアルに明記しておくこと。
宿泊場所は自事業者内で事前に把握・整理しておくこととし、被災により使用できない場合に備え、可能な限り周辺の水道事業者等との連携により、周辺地域に所在する代替となる宿泊場所を把握・整理することが望ましい。駐車場や食料等についても、被災水道事業者と応援水道事業者等のいずれが準備を担うかを関係部局と事前に調整して整理しておく。

※３　応急給水及び応急復旧においては、応援水道事業者等が迅速に活動を開始　できるように、情報伝達体制や指揮系統等、応援活動に必要な情報や資機材の整理・提供方法を平常時から確認しておくことが重要である。

※４　国は、上下水道一体で全体調整を行い、関係機関と連携し、地震の規模に応じたプッシュ型での支援やTEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）による支援を含め、復旧支援体制を構築する。
国によるプッシュ型支援やTEC-FORCE等の専門的支援、上下水道一体での国による全体調整の仕組みについては、以下の参考資料①～③を参照し、平常時から把握に努め、円滑に支援が受けられるよう準備することが重要である。
また、大規模災害発生時における応援活動の円滑実施に向けて、国、日本水道協会「地震等緊急時対応の手引き」を参考とし、平常時から、日本水道協会の枠組み等による支援体制を確認しておくことが重要である。　
特に、日本水道協会の枠組みにおける支援については、被災状況の初動調査を行う先遣調査隊（日水協都道府県支部長等）との連携体制を整理するとともに、現地調整隊（応援水道事業者等との活動調整を行う隊）、広域調整隊（複数地域にまたがる支援を調整する隊）、幹事応援水道事業者及び総括幹事応援水道事業者（応援活動を統括・調整する役割を担う事業者）等について、それぞれの役割を把握しておくことが重要である。　
さらに、応援水道事業者等と連絡を取り合う窓口を事前に明確にするとともに、応援事業者等が速やかに現地で活動できるよう、受援体制の実効性を高めておくことが求められる。なお、先遣調査隊や現地調整隊は、震度6強以上の大規模災害時に日本水道協会等から、水道事業者の要請を待たずに派遣されることを想定しておく（震度６弱以下の地震又はその他の災害等においては、被災水道事業者との協議の上、被災都府県支部長等が判断）。
（PⅢ-20～21「2.2 応急対策資料の準備」参照）

参考資料①：防災基本計画 (3) 国による物資の調達、供給（令和７年７月、中央防災会議）
参考資料②：令和６年能登半島地震における物資調達・輸送の状況（令和６年５月、内閣府（防災担当））
参考資料③：災害時における国土交通省による水道事業体等への応援ルール（情報連絡体制・応援活動等）について（暫定版）（令和６年８月、国土交通省水管理・国土保全局水道事業課、国土交通省水管理・国土保全局防災課）
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［PⅡ-
62
～
65
参照
］
水道給水対策本部長
［PⅡ-
53
参照
］
水道技術管理者
［PⅡ-
53
参照］
統括（班長等）
［PⅡ-
70
参照］
統括（班長等）
［PⅡ-
80
参照］
統括（班長等）
［PⅡ-
91
参照］
計画・情報担当★
(担当責任者を含む)
［PⅡ-
81
～
84
参照］
計画・情報担当★
(担当責任者を含む)
［PⅡ-
92
～
9
7
参照］
資材調達担当
★
［　 ―
 
　参照］
（水道給水対策本部長等）
)

[bookmark: _Toc131972884][bookmark: _Toc132776596][bookmark: _Toc135027848][bookmark: _Toc135044591]
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図 2‑1　水道給水対策本部の組織

[bookmark: _Toc125425217][bookmark: _Toc133175972][bookmark: _Toc135027842][bookmark: _Toc135044587]応急対策資料の準備
震災時の初動体制、応急体制の確立、応急給水・応急復旧の活動を迅速・的確に行うための応急対策資料は表 2-3のとおりとし、これらを毎年１回程度更新する。
これらの資料は応援事業者に速やかに提供出来るようとりまとめ、水道課(市役所)と浄水場、ポンプ場、○○市下水道課に同一資料を分散して保管する。※
停電等を考慮し、応急対策資料はデータだけではなく紙媒体でも保管する（下表*5を除く）。

· 上下水道一体での災害対応のため、平常時より、上下水道で相互に地震対策マニュアル及び応急対策資料を共有し、内容を確認しておくことが重要。

[bookmark: OLE_LINK2]表 2‑3　応急対策資料
	資　　料
	補 足 説 明
	備考
	*1
	*2
	*3
	*4
	*5

	非常配備体制表
（電話連絡網兼用）
	非常配備基準毎に配備要員と電話連絡の流れを明記。
	PⅡ-36
参照
	○
	
	
	
	

	関係機関連絡先リスト
	震災時に情報連絡や応援要請を行う関係機関を対象に、電話番号、FAX番号、本市の担当窓口等を明記。
	PⅡ-23～24参照
	○
	
	
	
	

	指揮命令・連絡調整系統図
	組織構成と情報連絡の流れを明記。
	PⅡ-102～104参照
	○
	
	
	
	

	重要施設等位置図
(給水拠点と給水対象施設)
	上下水道耐震化計画に基づく重要施設、運搬給水基地、給水拠点、避難所、病院、福祉施設、水道課等の位置・アクセスルートを明記。※１
	
	○
	○
	
	
	○

	水道施設一般平面図
	取水場、導水管、浄水場、送水管、配水池、配水本管、配水区域、これらのフロー(水の流れ)を明記。
	
	○
	
	○
	
	

	設備等点検等チェックリスト
	地震時の設備等の点検項目と異常が生じた場合の緊急措置を明記。
	
	○
	
	
	
	

	機器操作マニュアル
	浄水場、ポンプ場の運転操作方法を明記。
	
	
	
	
	○
	

	機械・電気計装設備完成図書
	浄水場、ポンプ場の設備構成を明記。
	
	
	
	
	○
	

	配管図
	導水管、送水管、配水本管、重要施設に至る配水管、重要施設等も明記。
	
	
	
	
	
	○

	管路復旧工事参考資料
	使用管種、配水管からの分岐方法、給水管の構成、道路仮復旧の方法等を明記。
他事業者と仕様が異なる資機材は、使用方法等を示す。(例 制水弁の回転方向、バルブキーの形状、管材・継手の種類等)
	
	○
	
	
	
	○

	応急給水マニュアル
	応急給水体制の構築。範囲や給水方法の設定。必要な資機材の確保・手配方法等を明記。必要に応じ、応援事業者も含めた体制を考慮。
	
	○
	○
	
	
	

	応急復旧マニュアル
	被害情報収集体制の構築、復旧方法の判定基準、復旧優先路線の設定、用地・資機材・人員の確保を明記。
	
	○
	
	○
	
	○

	災害時受援マニュアル（応援事業者用）
	応援・受援に係る概要、組織と受援体制、応援事業者の合流時の留意点、費用負担、事業概要を明記。
	
	○
	○
	○
	
	

	災害用井戸リスト
	使用可能な災害用井戸・湧水等の位置等の登録情報が記載された災害用井戸リストを防災担当部局から入手。※２
	
	○
	○
	
	
	

	取水施設・浄水場の仮設計画
	取水施設、浄水場が被災した場合を想定し、休止中の水源や表流水等を利用して、仮設の取水施設や可搬式浄水施設を設置・運用するために、設置予定場所、必要能力、搬入方法等を明記。※３
	
	○
	
	○
	○
	


注）*1 地震対策マニュアルの資料として整理しておく
*2 応急給水計画の立案や応援事業者等に対する応急給水場所等の提示に使用
*3 応急復旧計画の立案に際し、ブロック(地区)の設定およびこれらの優先順位、作業分担の設定等に使用
*4 浄水場、ポンプ場等の運転操作、応急復旧に使用
*5 管路の復旧等に使用
　
※１　応急復旧については、浄水場等の急所施設や、避難所や病院等の重要施設につながる管路を優先的に復旧するよう事前に整理しておくこと。また、上下水道一体で取り組むことが有効であるものについて、上下水道で認識を合せることが重要である。

※２　災害用井戸・湧水等については、内閣官房水循環政策本部事務局「災害時地下水利用ガイドライン ～災害用井戸・湧水の活用に向けて～」を参考に、防災担当部局と連携して取り組むこと。

※３　可搬式浄水装置の設置を検討する際、早急に貸与できる体制を構築するため、平常時からメーカー等と協定を締結しておくことが有効である。なお、公益財団法人水道技術研究センターのホームページに可搬式浄水装置一覧表が掲載されている。
[bookmark: _Toc133175973][bookmark: _Toc135027843][bookmark: _Toc135044588]関係機関との連携
震災時に、被害状況等を報告する国や都道府県の水道担当部署、日本水道協会および応援協定に基づく応急給水、応急復旧等の応援要請を行う水道事業者、地元業者等の関係機関との情報連絡体制を表2-4、情報連絡の流れを図2-2に示す。これらの連携する関係機関の窓口及び連絡先は毎年確認する。
連携に必要な情報項目や通信手段等については、コミュニケーションアプリ、地図アプリを活用する。※１

※１　実際に活用するコミュニケーションアプリ、地図アプリについては、日本水道協会「地震等緊急時対応の手引き」の記載されている事例等を参考に、事前に取り決め、マニュアルに明記しておく。

表 2‑4　関係機関との情報連絡体制(例)
	[bookmark: _Toc125425246]関係機関
	電話番号
	FAX番号
	本市担当

	
	
	
	総務班
	応急
給水班
	施設
復旧班
	管路
復旧班

	
	
	
	調査
広報
担当
	動員
調達
担当
	計画
情報
担当
	計画
情報
担当
	計画
情報
担当

	国
	国土交通省水管理・国土保全局水道事業課*1
	03-3595-2364
	03-3503-7963
	○
	
	
	
	

	
	国土交通省○○地方整備局
	***-***-****
	***-***-****
	○
	
	
	
	○

	
	国土交通省TEC-FORCE
地整TEC-FORCE
地整市町村リエゾン
※被災状況に応じて派遣されるため発災後に連絡体制を構築
	
	
	○
	
	
	
	

	
	自衛隊（都道府県を通して連絡）*6
	
	
	○
	
	
	
	

	県
	○○県生活衛生部*1
	***-***-****
	***-***-****
	○
	
	
	
	

	
	○○県災害対策本部*1
	***-***-****
	***-***-****
	○
	
	
	

	
	○○県道路課
	***-***-****
	***-***-****
	○
	
	
	

	
	○○県警○○署(※緊急輸送車両確認証明書の確保を含む)*2
	***-***-****
	***-***-****
	○
	
	
	

	市関係機関等
	市災害対策本部
	***-***-****
	***-***-****
	○
	
	
	

	
	市消防局
	***-***-****
	***-***-****
	○
	
	
	
	

	
	市道路課
	***-***-****
	***-***-****
	○
	
	
	
	○

	水道
事業者
	日本水道協会本部
	03-3264-2496
	03-3264-2237
	
	○
	
	
	

	
	日本水道協会○○地方支部
	***-***-****
	***-***-****
	
	○
	
	
	

	
	日本水道協会○○県支部
	***-***-****
	***-***-****
	
	○
	
	
	

	
	日本水道協会○○ブロック支部
	***-***-****
	***-***-****
	
	○
	
	
	

	
	○○市(応援協定締結都市)
	***-***-****
	***-***-****
	
	○
	
	
	

	
	○○水道用水供給事業
	***-***-****
	***-***-****
	
	
	
	○
	○

	応急給水応援団体
	自衛隊（都道府県を通して連絡）*3
	
	
	
	○
	
	
	

	
	○○県トラック協会○○支部*3
	***-***-****
	***-***-****
	
	○
	
	
	

	
	応急給水作業協力者(ボランティア等)*1
	***-***-****
	***-***-****
	
	○
	
	
	

	施設等
復旧
応援団体
	施設維持管理受託業者
	***-***-****
	***-***-****
	
	
	
	○
	

	
	機械設備業者
	***-***-****
	***-***-****
	
	
	
	○
	

	
	電気計装設備業者
	***-***-****
	***-***-****
	
	
	
	○
	

	
	水処理薬品業者
	***-***-****
	***-***-****
	
	
	
	○
	

	
	水質分析機器業者
	***-***-****
	***-***-****
	
	
	
	○
	

	
	○○市建設業協同組合
	***-***-****
	***-***-****
	
	
	
	○
	○

	
	可搬式浄水施設（メーカー）
	***-***-****
	***-***-****
	
	
	
	○
	

	管路復旧応援団体
	○○市管工事業協同組合
	***-***-****
	***-***-****
	
	
	
	
	○

	
	漏水調査業者
	***-***-****
	***-***-****
	
	
	
	
	○

	
	管材メーカー
	***-***-****
	***-***-****
	
	
	
	
	○

	物資等
確保機関
	通信機器提供機関*4
	***-***-****
	***-***-****
	
	○
	
	
	

	
	給油所、車両整備所*2
	***-***-****
	***-***-****
	
	○
	
	
	

	
	借地提供者(残土置場等)
(※借用する場合)
	***-***-****
	***-***-****
	
	
	
	
	○

	
	借地提供者(資材基地等)
(※借用する場合)
	***-***-****
	***-***-****
	
	
	
	
	○

	
	宿舎提供者
(※借用する場合)*2*5
	***-***-****
	***-***-****
	
	○
	
	
	

	他のライフライン
	○○電信電話㈱○○支店
	***-***-****
	***-***-****
	
	
	
	○
	○

	
	○○電力㈱○○営業所
	***-***-****
	***-***-****
	
	
	
	○
	○

	
	○○ガス㈱○○支店
	***-***-****
	***-***-****
	
	
	
	○
	○

	重要
施設
	避難所
	***-***-****
	***-***-****
	
	
	○
	
	

	
	病院等の医療機関
	***-***-****
	***-***-****
	
	
	○
	
	

	
	福祉施設・学校
	***-***-****
	***-***-****
	
	
	○
	
	



注)：*1被災状況等の報告を行う。
*2防災担当部局と調整。
*3給水車、受水槽を載せるトラックを借用する場合。
*4通信機器を借用する場合。
*5駐車場付が望ましい。*6道路啓開、物資輸送等を実施。



図 2‑2　地震等緊急時における情報連絡の流れ
出典：日本水道協会（地震時緊急時対応の手引き 令和7年3月改訂）




Ⅱ-2

[bookmark: _Hlk219907647]図 2‑3　水道と下水道の災害時支援体制（支援要請ルート）

出典：国土交通省上下水道地震対策検討委員会資料を基に作成
Ⅱ-2
教育・訓練等
教育
[bookmark: _Hlk219449317]地震の基礎知識、地震被害想定、地域防災計画における○○市と上下水道事業の防災配備体制、各自の職務分担等について、地域防災計画や本マニュアル等を教材として、研修会、講習会を開催し、職員の震災時における判断力の養成、防災上の知識および技術の向上、災害対応の迅速化・効率化に向けたＤＸ推進に資する新技術の実装を図る。　
さらに、上下水道一体での危機管理体制を強化するため、上下水道の壁を取り払った人材育成を推進する。具体的には、災害時の初動対応や復旧において即時即決が可能な技術力・判断力・調整力を有する人材の育成・確保を目的に、訓練・維持改善計画を策定し、防災力や危機管理力の強化を図る。

訓練等
震災に対する訓練は、動員・配備、情報連絡、水道施設の被害確認・緊急措置、応援要請・受入、応急給水や応急復旧の計画策定と実施等について、各項目を組み合わせて年○回程度行うこととする。
また、日本水道協会の地方支部が開催する訓練に参加することや、防災担当部局や民間事業者等、関係主体とも連携した訓練を実施する。
上下水道の急所、病院・避難所等の重要施設の確認や震災に対する訓練を実施する際は、下水道事業者と共同で実施する等、日頃から、上下水道一体で取り組むべきことを決めておき、これらに基づいて上下水道一体での訓練を行う。※

動員訓練
職員の動員・配備と水道給水対策本部の設営
非常配備基準を設定し、以下に示す動員訓練を (PⅡ-35～38 参照)に基づいて実施する。
・職員の参集、配備
・参集時の被害状況把握
・庁舎の点検
・水道給水対策本部の設営

情報連絡訓練
　定められた方法（通信機器、資料・様式等を含む）により、以下に示す情報連絡訓練を実施する。
指揮命令事項の伝達
　「4.2.1 指揮命令系統図」(PⅡ-103 参照)に沿って情報連絡訓練を実施する。
被害状況等の情報収集・整理と市民・報道機関等への広報
「4.2.2 情報収集・広報連絡系統図」、「業務内容表（総務班：業務項目No.25,27、応急給水班：同No.52,61-1、施設復旧班、管路復旧班：同No.81,92-1）」に従って情報連絡訓練を実施する。

各会議の実施
　水道施設の被害状況を設定し、応急復旧・応急給水の範囲、規模、目標、計画、応援要請方針等の重要事項を決定する水道給水対策本部会議の訓練を実施する。併せて、班ごとに活動方針の指示、活動状況の報告および確認を行う班会議の訓練を実施する。

水道施設の被害確認・緊急措置訓練
施設・設備および管路の被害箇所を設定した上で、被害確認および緊急措置の訓練を実施する。
施設・設備等の被害確認、緊急措置
「業務内容表（施設等復旧チーム：業務項目No.72）」に従い、「設備等点検チェックリスト」を用いて実施する。

管路の被害確認、緊急措置
「業務内容表（管路復旧チーム：業務項目No.72）」に従い、「配管図(管路機能、河川横断部等の重要箇所を明記)」を用いて実施する。

応援要請、受入・配備訓練
応急給水、応急復旧の応援要請と受入・配備
「業務内容表（総務班：業務項目No.31,32、応急給水班：同No.31、施設復旧班、管路復旧班：同No.32）」に従って、関係機関を含めた応援要請および受入・配備訓練を実施する。また、他の水道事業者との連携についても確認する。

応急給水訓練
応急給水計画の策定
断水状況、道路被害状況等を設定して、「業務内容表（応急給水班：業務項目No.52）」に従って、復旧段階別に、応急給水量の算定、応急給水方法、必要な人員・車両等を含めた応急給水計画を策定する訓練を実施する。

応急給水の実施
行政部局職員や住民も参加して応急給水の実施訓練を実施する。
応急復旧訓練
応急復旧計画の策定
施設や管路の被害状況を設定して、「業務内容表（施設復旧班、管路復旧班、：業務項目No.81）」に従って、目標復旧期間、応急復旧の方法、必要な人員・資機材、復旧工程等を含めた応急復旧計画を策定する訓練を実施する。

応急復旧工事の実施
応急復旧工事の実施訓練を実施する。また住民に対してはメーターボックス内の止水栓の操作方法等に関する訓練も実施する。


※ 上下水道一体の訓練計画の例
	No.
	訓練内容・確認事項
	目的（メリット）
	組み合わせが有効な訓練計画

	１
	· 下水道部局との連携確認
	· 必要な情報（報告内容）、報告方法、報告先の確認
	情報伝達訓練

	２
	· 上下水道一体の優先復旧箇所（重要施設・ルート）の現地確認
	· 優先復旧箇所における調査・応急復旧での留意点の把握
	実地訓練

	３
	· 水道管路の漏水調査・応急復旧
· 水道復旧後の下水道の溢水調査（協定先との連携含む）
	· 効率的な漏水調査・流下機能の確認作業・方法（手順）等の確認、実施時間及び留意点の把握
· 調査・復旧時間の短縮に向けた課題の抽出
	実地訓練

	４
	· 様々な場面を想定し、上下水道で連携された対応ができるかどうかの確認
＜想定する場面例＞
· 下水管路調査班から、水道施設復旧班へ、緊急点検・調査の優先箇所を伝達する場合
· 下水道部局から、提供可能資機材の照会があった場合
· 下水道部局から、避難所等の重要施設の被災状況の照会があった場合
	· 下水道と合わせた非常時対応計画の一連の流れの確認と課題の抽出
· 状況判断力の向上と判断基準等に関する課題の抽出
	図上訓練（シナリオ提示・非提示）




広報
震災時における混乱を防止するため、特に応急給水に関する情報については、平常時からあらゆる広報機会を通じて、住民への周知を行う。具体的には、住民が自ら水の備蓄や給水容器の準備、宅内配管の修繕といった災害対策を平常時から実施するよう啓発するとともに、災害時に断水が発生した際に水を受け取りに行く応急給水拠点の場所、災害発生時の情報伝達手段、断水解消の見通し、進捗状況などを周知する。

広報内容
平常時において住民に対し行う広報を以下に示す。

· 平常時における家庭での飲用水の備蓄(１人１日当たり３Ｌ)
· 応急給水の受水に必要な容器および容器を運ぶためのリュックサック・カート等の準備
· 避難時の止水栓又は蛇口の閉栓確認
· 災害時における給水拠点・仮設給水所(※)の場所
· 災害時における応急給水方法及び実施方法
· 応急給水拠点における注意事項
· 水道事業者の災害対策への取組
· 宅内配管の修繕を依頼する指定給水装置工事事業者の一覧（詳細は2.6.3を参照）

※広報において「給水拠点」、「仮設給水所」を用いる場合は、応急給水を行う場所であることが住民にわかるよう、必要に応じて説明を加えるなど配慮する。


広報媒体
　各広報媒体の特性等を踏まえ、効果的な広報手段により実施する。

1 広報誌等
· 自治体及び水道事業者独自の広報紙の利用
· 印刷物の作成、配布(例：冊子、ポスター、ビラ等)
· 検針票の情報欄への掲載

2 ホームページ
· ホームページへの災害関係情報の掲載

3 マスメディア
· テレビ、ラジオ局への放映、放送依頼
· 地域新聞、雑誌への記事掲載
· 記者クラブへの情報提供

4 SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）
· SNSによる災害関係情報の発信
※AIを用いたSNS等の誤情報への対応

5 行事等での広報
· ｢水道週間｣、｢水の日｣等公的な行事での広報
· 住民参加型防災訓練の実施（断水体験・応急給水訓練等）
· 災害対策用映像の作成、上映、貸出
· 自治会組織の活用

[bookmark: _Hlk219907596]宅内配管の修繕に関する住民への周知
給水装置工事事業者
宅内配管の修繕については、住民が給水装置工事事業者に修繕を依頼する必要があるため、平時より、指定給水装置工事事業者一覧を市HPに公表し、発災後、住民にSNS等を活用して周知する。また、被害が甚大な場合に工事業者の確保が困難となることに備えて、他の水道事業者が指定した指定店の一覧をSNS等を活用して住民へ周知を図る準備をする。※１、２

宅内配管の被害情報
住民が宅内配管の修繕の要否を判断し、円滑に工事業者に依頼できるよう、住民からの問い合わせに対して、宅内配管の漏水に関する情報（漏水場所や漏水状況等）を提供できる体制を整える。このため、管路復旧班においては、配水管の復旧作業の進捗に支障が生じない範囲で宅内配管の被害情報を収集し、総務班においては、住民に提供する漏水情報を整理するものとする。

【指定給水装置工事事業者一覧】
　https://○○

※１ 災害等において、地元の給水装置工事事業者の確保が困難な場合、宅内配管の早期復旧と被災地での給水装置工事の適正な実施を図るため、他の水道事業者が指定した指定店による給水装置工事の実施を可能にし、宅内配管の業者を確保することが必要となる。
このためには、必要に応じて供給規程等の改正※２を行うこと、事前に他の水道事業者が指定した指定店の情報を取りまとめておくことも重要である。

※２ 災害その他非常の場合における給水装置工事の施行について（通知）
（令和7年4月22日付国水水第29号、国土交通省水管理・国土保全局水道事業課長）
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/watersupply/content/001885583.pdf










[bookmark: _Toc135027846][bookmark: _Toc135027926]３．事後対策



事後対策
地震発生後、住民が断水で困らない状況を一刻も早く実現することを目指し、被害状況等を踏まえ、応急復旧・応急給水に全力で取り組む。まずは「初動体制」を迅速に確立し、震災初期の活動を行う。
初期活動では、水道施設の被害状況を調査し、想定地震による想定被害と比較し、これらを基に応急対策の実施体制を計画する。その結果、当事業者等で対応できないことが判明した場合、他事業者等に応援を依頼して「応急体制」を速やかに整備し、応急給水および施設・管路等の応急復旧を計画的に実施する。

[bookmark: _Toc131972885][bookmark: _Toc132776597][bookmark: _Toc135027849][bookmark: _Toc135044592]初動体制の確立
震災時の非常配備基準を表 3-1に、非常配備体制を表 3-2に示す。表 3-1に示すように、第２・３非常配備の場合、水道給水対策本部が自動的に設置される。
第１～３非常配備の場合、各職員は初動体制の確立に向け、表 3-3、表 3-4の業務内容表に示す要領で職員の動員・配備、参集時の被害状況の把握、庁舎点検等を行う。

[bookmark: _Ref142899972]表 3‑1　非常配備基準(例)
	非常配備
	配備基準
	出動範囲
	備考
	
本マニュアルの応急対策業務のうち、実施するもの


	第１非常配備
	震度４
(被害なしを想定)
	班長以上
	被害があった場合、
第２非常配備に移行する。
	被害状況等の把握、情報連絡等。(水道給水対策本部体制に準じて、これらの業務を実施)

	第２非常配備
(水道給水対策
本部設置)
	震度５(弱・強)
(部分的な被害を想定)
	班長、担当責任者以上
	被害が大きい場合、
第３非常配備に移行する。
	被害状況等の把握、応急給水・応急復旧の実施、情報連絡等。

	第３非常配備
(水道給水対策
本部設置)
	震度６弱以上
(甚大な被害を想定)
	職員全員
	
	応援要請を含め、全ての業務を実施。




[bookmark: _Ref138077708][bookmark: OLE_LINK3]
表 3‑2　非常配備体制(例)*3
	災害時の組織
	平常時の組織
	第１非常配備
	
	

	
	
	第２非常配備
	

	
	
	第３非常配備

	水道給水対策
本部長

水道技術
管理者
	水道課長


水道技術
管理者
	 (
○○係長*1
Tel ***-****
) (
○○係長*1
Tel ***-****
) (
○○係長*1
Tel ***-****
) (
○○係長*1
Tel ***-****
) (
○○水道技術管理
者
Tel ***-****
) (
○○水道課長
Tel ***-****
)
	
	

	総務班
	庶務･経理係
	
	 (
○○係員*2
Tel ***-****
) (
○○係員*2
Tel ***-****
) (
○○係員*2
Tel ***-****
) (
○○係員*2
Tel ***-****
)
	 (
○○係員
Tel ***-****
) (
○○係員
Tel ***-****
) (
○○係員
Tel ***-****
) (
○○係員
Tel ***-****
) (
○○係員
Tel ***-****
) (
○○係員
Tel ***-****
) (
○○係員
Tel ***-****
) (
○○係員
Tel ***-****
) (
○○係員
Tel ***-****
) (
○○係員
Tel ***-****
) (
○○係員
Tel ***-****
)

	応急給水班
	営業係
	
	
	

	施設復旧班
	浄水係
	
	
	

	管路復旧班
	工務係
	
	
	

	職員数
	６人
	
	

	
	１０人
	

	
	２２人



 (
注）*1 班長　　*2担当責任者
　　*3 職員が不在の場合、あらかじめ定めておいた次位の職員を配備する。
)
Ⅱ-2
	全職員
	業　務　項　目
（太字：主要業務　　）
（細字：主要業務以外）
	業　　務　　内　　容
	留　意　事　項　等
（太字は重要な資料を示す。）

	実施主体
	主な実施時期
	
	
	

	当
事業者
	共同
	(幹事)
応援
事業者
	初期
	復旧期
	
	
	

	○
	
	
	□
	
	1）職員の動員と配備
(1) 職員の動員(参集)
(※勤務時間外に地震が発生した場合)
	
地震発生後、動員指令を受けた場合*1、あるいはテレビ、ラジオ等の地震情報により、災害対策本部の設置や市内における震度が確認された場合、また周囲の状況から非常配備体制をとる必要があると判断される場合、職員は以下の要領で参集する。

1. 地震発生後、職員は勤務場所(浄水係以外は市役所、浄水係は○○浄水場)に参集する。*2*3

被災等により参集が困難な職員は、参集できないこと及び今後の参集の予定を各班の計画・情報担当(総務班は動員・調達担当)に報告する。*4

参集した職員は、参集したことを各班の計画・情報担当(総務班は動員・調達担当)に報告する。*4
	*1「表3-2 非常配備体制表(電話連絡網兼用)」を利用。
震災初期の段階では、固定電話、携帯電話は通じないことがあるので注意する。

*2参集時の携行品等
　・職員証、運転免許証
　・手袋、懐中電灯、飲用水、食料等
　・携帯電話、ラジオ
・安全で動きやすい服装、靴
*3交通機関が麻痺している状況においては、確実に移動できる交通手段(自転車、二輪自動車、徒歩)により参集する。

*4 職員やその家族の安否、家屋の被災状況等も報告する。

	
	
	
	
	
	(2) 職員の配備
	1. 各職員の担当は、基本的にはあらかじめ定められたものとするが、各班長の指示に従う。
	

	○
	
	
	□
	
	2）職員参集時における被害状況把握
	1. 参集した職員は、参集時に得た被害情報（管路の被害状況、断水状況、道路被害・渋滞の状況）を管路復旧班計画・情報担当に報告する。

管路復旧班計画・情報担当は①の情報を整理し、総務班調査・広報担当に報告する。

総務班調査・広報担当は②の情報に、テレビ、ラジオなどによる情報を加え、全体の被害状況をまとめる。
	








	○
	
	
	□
	
	3）庁舎の点検と水道給水対策本部の設営
	1. 総務班の職員が中心となって、庁舎の点検を行い、安全を確認した上で、水道給水対策本部の設営*1を行う。
	*1 通信機器、放送機器、資料、情報掲示板等の整備を行う。


[bookmark: _Ref142895950][bookmark: OLE_LINK4]表 3‑3　初動体制の確立(全職員)
[bookmark: _Ref142895952][bookmark: OLE_LINK5]
表 3‑4　初動体制の確立(水道給水対策本部長／水道技術管理者／各班の班長)
	本部長／技術管理者／班長
	業　務　項　目
（太字：主要業務　　）
（細字：主要業務以外）
	業　　務　　内　　容
	留　意　事　項　等
（太字は重要な資料を示す。）

	実施主体
	主な実施時期
	
	
	

	当
事業者
	共同
	(幹事)
応援
事業者
	初期
	復旧期
	
	
	

	○
	
	
	□
	
	1）職員の動員と配備
(1)職員の参集状況の確認
	以下の要領で水道給水対策本部の初動体制を確立する。
①　職員の出勤状況を確認し、非常配備体制に基づき、各班の人員配置状況を確認する。
	

	
	
	
	
	
	(2)職員の配備の指示
	②　(1)の結果、各班の業務遂行に際し、職員に不足あるいは余裕が生じる場合は、本部会議において協議し、班毎の人員調整を行う。

③　各班長は、班の職員のうち、担当業務があらかじめ定められたものから変更される職員に対し、決定した担当業務を指示する。
	




Ⅱ-2

応急体制の確立、応急給水、応急復旧
初動体制の確立後、水道施設の被害状況および断水状況を調査し、必要な緊急措置を行う。また、応急給水および応急復旧に応援が必要となる場合、他の水道事業者等への応援要請を行い、応援事業者等を配置して応急体制を確立する。
応急給水・応急復旧は、被害状況や断水状況に応じ、実施範囲や方法等を応急給水計画、応急復旧計画に定め、応援事業者等の協力を得ながら、計画的に進める。

水道給水対策本部
本市において震度5弱以上の地震が発生した場合には、「水道給水対策本部」を設置し、会議・業務を実施し、応急給水・応急復旧を計画的に進める。（図2-1、PⅡ-19参照）

水道給水対策本部会議
初動体制が確立された段階や被害状況・断水状況等が確認できた段階、および応急復旧・応急給水を進める段階において、定期的あるいは臨時に水道給水対策本部会議を開催し、次の事項を決定する。
なお、構成メンバーが出席できない場合、代理の職員が出席する。
①震災による水道施設等の被害状況を把握するとともに、想定被害との比較を行い、応急復旧・応急給水の範囲・規模・目標等を設定
　②他の水道事業者等への応急給水、応急復旧の応援要請の方針
③その他応急対策に必要な事項

応急復旧については、進捗に伴い、応急復旧計画を随時見直すとともに、適宜、応援水道事業者と応急復旧地域の調整を行う。

水道給水対策本部長等（PⅡ-52～53参照）
水道給水対策本部長および水道技術管理者は、水道給水対策本部全体の総括を行い、水道給水対策本部活動の指揮・命令や本部会議の開催等を実施する。
また、停電時には電気主任技術者を水道給水対策本部に配備し、電気設備の停電対応等の統括を行う。
· 電気主任技術者を外部に委託している場合は、停電発生時に速やかに連絡し、水道給水対策本部へ参集させる。

各応急対策班の担当業務
水道給水対策本部会議の方針決定に基づき、応急対策の諸業務を迅速・的確に実施する。
総務班の業務（PⅡ-54～66参照）
(1) 応急体制の確立
組織的な応急体制を確立するため、他班との総合調整、情報連絡、情報収集体制の構築、市民対応、他事業者への応援要請、物資確保・用務等を迅速・的確に実施する。また、防災担当部局との連携体制を確立し、大規模震災により○○市災害対策本部が設置される場合には、必要に応じてリエゾンの派遣を検討する。

(2)広報の実施
市民への広報にあたっては、応急給水の状況・予定や断水状況、水道の復旧状況・見込みなど、市民に必要な情報を、随時情報を更新しつつ、きめ細かく具体的に発信する。（防災無線、掲示板・ちらし・ホームページ・SNS等、給水所、避難所等における広報文の掲載、報道機関による情報提供など）
特に、住民にとって「断水がいつまで続くのかがわからないこと」が、大きな不安要因であることを踏まえ、断水解消の見通し（一定の条件を付すことも可）や復旧作業の進捗状況について、適時・的確な情報発信に努める。

応急給水班の業務（PⅡ-67～76参照）
(1)断水助教の調査と体制整備
震災による断水状況を調査して、応急給水体制、応援依頼の規模等を設定する。

(2)応急給水計画の作成・応急給水の実施
水道施設の稼働状況、配水池等における飲用水の確保状況、断水範囲、生活用水（災害用井戸・湧水等）の確保状況等を踏まえ、状況に応じたきめ細かい給水方法を選択して応急給水計画を作成し、これに基づき応急給水を実施する。
給水方法は、各戸への給水袋配布等の運搬給水、仮設水槽等を用いた拠点給水、消火栓からの仮設給水等、当該地区に適切な給水方式を採用して実施する。なお、仮設水槽の残留塩素濃度の保持等に留意する。また、仮設水槽の管理や水槽内水の水質管理については、平常時から整理し、責任範囲を明確にしておくこと。
（災害用井戸・湧水等の活用が考えられる場合は、）防災担当部局と連携し、災害用井戸・湧水等による生活用水の確保状況も考慮して、給水優先順位を決定する。また、防災・医療福祉等関係部局と連携し、飲料水だけではなく、病院・福祉施設や生活用水のニーズを考慮する。

(3)他事業者、自衛隊、地方整備局等との連携
特に、病院等の重要施設への給水を含め被災直後に十分な応急給水量が得られるか不明確な場合にあたっては、「3.3受援対応」の通り、総務班を通して他事業者等に対し応援要請を行うとともに、都道府県水道行政担当部局をとおして、都道府県防災担当部局（危機管理部局）から、各地方整備局が所有する散水車（給水機能付）や自衛隊による給水活動の派遣要請の必要性について相談する。各地方整備局が所有する散水車（給水機能付）や自衛隊、日本水道協会に応援要請を行った場合は、緊密な連携を図り、応急給水を実施する。



図 3‑1　応急給水対策の分類
出典：厚生労働省健康局水道課「水道の耐震化計画等策定指針」

施設復旧班の業務（PⅡ-77～87参照）
(1) 応急復旧計画の作成・応急復旧の実施
想定地震による想定被害と発生地震の被害状況等を比較して、応急復旧体制、応援依頼の規模等を設定する。
応急復旧は、施設等の被害状況等を把握した上で、応急復旧方法（例：可搬式浄水施設を活用した代替水源の確保）等を応急復旧計画として定め、上流側の施設から順次実施する。
また、復旧資機材の調達に際し、在庫・備蓄切れや情報の錯綜が想定されることから、在庫・備蓄状況に関する情報（民間所有の在庫・備蓄を含む）については、適宜更新を行い応援水道事業者に共有すること。

(2) 運転管理の調整
被災状況によっては漏水量が増加する場合があるため、浄水量・送水量の増量など、必要な運転管理を行う。

(3) 記録の整備
応急復旧は、後に実施する本復旧や災害査定申請に備え、様式Ｃ１,３,６※を使用して、被害状況、復旧状況を写真収集も行いながら正確に記録しておく。
※ 様式は以下を参考に準備する。日本水道協会「地震等緊急時対応の手引き」様式20 応急復旧応援体制報告書、様式22 応急復旧活動対応表、様式26黒板（撮影表示板）の作成（例）
管路復旧班の業務（PⅡ-88～101参照）
(1) 管路被害の推定と体制整備
管路および給水装置は大部分が埋設されており、震災初期の段階で全体の被害を把握することは困難である。そのため、被害の実態が把握されるまでの間は、想定地震と発生地震の震度等を比較して、想定管路被害から実際の被害を推定して、応急復旧体制や応援依頼の規模等を設定する。

(2) 応急復旧計画の作成
被害状況を把握した上で、可能な限り短期間で計画的に復旧できるよう応急復旧計画を作成し、これに基づいて復旧作業を実施する。
被害情報を○○市下水道課と共有し、上下一体で応急復旧方法や復旧優先路線を設定し、幹線管路や病院、避難所等の重要施設につながる管路を優先して順次復旧作業を実施する計画を作成する。
また、早期に住民が水を利用できるようにするためには、水道・下水道の片方が未復旧の箇所を復旧して、水利用を回復することが有効であるためこれを考慮する。
進捗に伴い、応急復旧計画を随時見直すとともに、適宜、応援水道事業者と応急復旧地域の調整を行う。

(3)応急復旧の実施
応急復旧計画に基づき、応急復旧を順次実施する。
管路の損傷個所が多い場合や漏水箇所の特定が困難な場合、復旧に時間を要する場合等においては、早期通水確保のため、仮設配管を活用して機能確保することを検討する。
復旧した管路からの配水時に水質検査が未了の場合は、需要に応じて飲用制限をして配水することを検討する。（なお、“飲用不可”として配水する場合、総務班は、飲用制限に関する広報を行い、水質試験で安全が確認され水質基準を満たした時点で“安全宣言”を発し、通常給水へ移行するとともに速やかに利用者へ周知する。）
災害査定を待たず、被災直後から査定前着工（応急工事）が可能（応急工事も災害復旧事業の対象）であるが、災害復旧事業として採択されるか判断に迷うときには、事前打合せ（国土交通省防災課への相談）を行う。特に地上への仮設配管や可搬型浄水装置を設置する場合は、査定において手戻り等が生じないよう、できる限り事前打合せを利用する。
また、大規模災害時において、水道施設の迅速かつ確実な復旧につなげるため、漏水調査及び配水施設と水圧管理上一体の給水施設の一部（配水管から分岐して最初の止水栓まで）について、補助が適用されることを踏まえ、水道施設の効率的な復旧を進める。※

※令和７年主管課長会議資料p170
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/watersupply/content/001885983.pdf

(4)記録の整備
応急復旧は、後に実施する本復旧や災害査定申請に備え、様式Ｃ1～Ｃ６※を使用して、被害状況、復旧状況を写真収集も行いながら正確に記録しておく。

※ 様式は以下を参考に準備する。日本水道協会「地震等緊急時対応の手引き」の様式20 応急復旧応援体制報告書、様式21 漏水調査受付書、様式22 応急復旧活動対応表、様式23 管路修理報告書、様式24 管路修理集約表、様式26黒板（撮影表示板）の作成（例）

(5)宅内配管の漏水情報の収集
宅内配管の修繕については、住民が宅内配管の修繕の要否を判断し、円滑に工事業者に依頼できるよう、住民からの問い合わせに対して、宅内配管の漏水に関する情報（漏水場所や漏水状況等）を提供できる体制を整える。
このため、配水管の復旧作業の進捗に支障が生じない範囲で住民に提供する漏水情報を収集・集約し、総務班と連携して住民に提供するものとする。
また、大規模災害時には、宅内配管を修繕する工事業者不足が懸念されるため、宅内配管工事は地元の工事業者が優先して行い、水道本管の復旧工事は、応援水道事業者と随行する工事業者が行うというような、役割分担について検討する。
早期に宅内配管の復旧が困難な場合には、応急的な対応として、給水機能を有する止水栓（仮設給水栓）を宅地内に設置することを検討する。
　
(6) 資機材の調達
復旧資機材の調達に際し、在庫・備蓄切れや情報の錯綜が想定されることから、在庫・備蓄状況に関する情報（民間所有の在庫・備蓄を含む）については、適宜更新を行い応援水道事業者に共有する。
資機材の調達に時間を要する場合は、資機材確保の迅速化を図るため、応援水道事業者、業界団体、地方整備局等に応援を要請する。


図 3‑2　応急復旧対策の分類
出典：厚生労働省健康局水道課「水道の耐震化計画等策定指針」


応急復旧・応急給水目標
応急復旧目標
住民が断水で困らない状況を一刻も早く実現することを目指し、応急復旧期間は水道施設の被害の大きさとともに、被災者の不安感の軽減、生活の安定を考慮して応急復旧目標日数とする。

応急給水目標
応急給水目標は震災後の水使用の増加、および災害拠点病院、避難所など重要施設の必要水量を考慮して、表3-5のとおり、応急給水目標を設定する。
※ 「○日」の部分は、想定被害と発生地震の被害状況等の比較等を踏まえ、できるだけ早期に各目標水量を達成できるよう設定。

表 3‑5 応急給水の目標設定(例)
	地震発生からの日数
	目標水量
	市民の水の運搬距離
	主な給水方法

	地震発生～
○日まで
	3L/人・日
	概ね　1km以内
	応急給水用貯水施設(耐震貯水槽)、給水車

	○日
	20～30L/人・日
	概ね　250m以内
	配水本管付近の仮設給水栓

	○日
	被災前給水量
（約250L/人・日）
	概ね　10m以内
	仮設給水栓、共用栓



受援対応
○○市水道課のみでの応急復旧、応急給水が困難である場合、他の水道事業者及び日本水道協会と交わした災害時相互応援に関する協定に基づき、他事業者等に対し応援要請を行うとともに、受援体制を確立する。
円滑に応援を受けられるよう、応援を受け入れる際に、災害時受援マニュアル（応援事業者用）を用いて、応援事業者に対し、災害時の組織・体制、応急対応の内容、水道システム、使用資機材、宿舎・食料・作業スペース等の情報を共有する。
応援要請
他水道事業者の応援が必要な場合、総務班は、速やかに日本水道協会○○県支部○○課（***-***-****）に応援要請を行う。
応援要請時の主な伝達事項は、以下の通り。応援が必要な場合は、すべての情報がそろうのを待たずに、速やかに応援要請する。
・水道施設の被害状況
・応援作業内容
・必要な人員・職種
・必要な資機材
・給水車要請台数
・給水袋、仮設水道持参の要否
・応援見込み期間
・参集場所、経路　※災害時受援マニュアル（応援事業者用）を参照
※自水道事業者のみで対応が困難な場合は、躊躇せず外部に応援・協力を要請する。応急給水・応急復旧に係る具体の方針が固まっていなくとも、まずは被害状況の早期把握や具体的な応援内容の検討等の支援を受けるための応援要請を速やかに行うことが、迅速な応急給水・復旧につながる。

受援体制
〇〇市水道課が指揮を行う場合
〇〇市水道課が指揮を執る場合は、各種活動に対する支援を受けられるよう、以下のとおり受援体制を整備する。

 (
水道給水対策本部長
)
 (
総務班
)
 (
統括（班長等）
)

 (
各担当・チーム
) (
各担当・チーム
)
 (
応援事業者
)


 (
施設復旧班
) (
応急給水班
)
 (
管路復旧班
)
 (
統括（班長等）
) (
統括（班長等）
) (
統括（班長等）
)
 (
各担当・チーム
) (
各担当・チーム
) (
各担当・チーム
)
 (
応援事業者
) (
応援
事業者
) (
応援事業者
)
幹事応援事業者が指揮を行う場合
災害の規模が大きい場合、または応援事業者の数が増加し、〇〇市水道課のみでの指揮が困難と判断される場合には、〇〇市水道課に代わり、応援事業者の活動を指揮・統括する「幹事応援事業者」を定める。
幹事応援事業者は、原則として日本水道協会地方支部長、都府県支部長、または日本水道協会と協議のうえ決定する。
幹事応援事業者が指揮を行う場合には、以下のとおり、〇〇市水道局とは別に応援事業者の活動体制を整備する。
 (
総務班
応急給水班
統括（班長等）
各担当・チーム
水道給水対策本部長長
統括（班長等）
施設復旧班
統括（班長等）
管路復旧班
各担当・チーム
幹事応援事業者
統括（班長等）
各担当・チーム
各担当・チーム
応援事業者A、B･･･
応援事業者A、B･･･
応援事業者A、B･･･
幹事応援事業者
幹事応援事業者
)















応援事業者が漏水調査、管路・施設の復旧工事施工に伴う監督作業を行うために、以下の資料を応援事業者に速やかに提供できるよう整備。
・管路復旧工事参考資料（使用管種、配水管からの分岐方法、給水管の更生、道路仮復旧の方法等）
・（その他あれば追加）

応援事業者合流時の注意事項
受付場所・活動拠点
応援事業者の受付場所は、〇〇市役所本庁舎（水道課○階）とする。
駐車場は、市役所駐車場の利用と基本とし、状況に応じて、〇〇等を指定する。
給水車の給水基地は、〇〇浄水場とする。
上記以外を指定する場合、その都度、総務班は、応援事業者に連絡する。
受付方法
応援事業者が到着した際に、〇〇市水道課または幹事応援事業者は、応援事業者に対し、体制、責任者、車両、器具等の確認を行う。その際、日本水道協会「地震等緊急時対応の手引き」様式15「応急給水応援体制報告書」および様式20「応急復旧応援体制報告書」の記入・提出を依頼する。
〇〇市水道課または幹事応援事業者は、応援事業者の責任者に対し、活動場所、被害状況、作業場所、作業内容、担当責任者、移動経路等、及び「災害時受援マニュアル（応援事業者用）」を用いて、以下、３）～11）について説明する。

宿泊施設の確保
宿泊施設（ホテル、旅館）は、原則、各応援事業者にて確保いただくよう、依頼する。
民間宿泊施設の確保が難しい場合は、本市施設で宿泊スペース（公民館、浄水場の会議室等）を提供できる場合があるため、〇〇市水道課まで問い合わせを依頼する。

食料の確保
被災状況により確保が困難であることが想定されるため、原則として食料は応援事業者にて確保いただくよう、依頼する。

事務機器の携行
PCやタブレット等の事務機器については、原則として、応援事業者において自己携行を依頼する。ただし、応援事業者が、活動期間中に急遽必要となった場合には、可能な範囲で、一時的に貸与することとする。

器具の携行
応急給水活動を受援する場合は、日本水道協会「地震等緊急時対応の手引き」p.96を参考とし、接続器具やホース等について、原則として応援事業者での自己携行を依頼する。
応急復旧活動を受援する場合は、日本水道協会「地震等緊急時対応の手引き」p.134を参考とし、携帯用残留塩素計や開栓器具一式等について、原則として応援事業者にて自己携行を依頼する。

活動スペース
原則、〇〇会議室を、応援事業者向けの執務スペースとして確保する。

車両
被災状況によっては、緊急通行車両以外の一般車両の通行が禁止または制限される場合があるため、応援事業者に対して、緊急通行車両確認証明書および標章の交付を受け、証明書は車両に備え付け、標章は当該車両の前面の見やすい位置に掲示するよう伝達する。
また、燃料の補給については、総務班が補給場所や補給方法等の情報を提供する。

応急活動時に利用できる拠点施設
1 応急給水資機材備蓄拠点※
応急給水に用いる車載用給水タンク等を、市内〇ヶ所に分散して備蓄している。
· ポリ製給水タンク（○○○L）約○基
· アルミタンク（○○○L）約○基

2 応急復旧資機材備蓄拠点※
応急復旧用の水道管については、小口径（○○○mm以下）と大口径（○○○mm以上）に分類し、それぞれ市内〇ヶ所、〇ヶ所に分散して備蓄している。
· ○○○管（口径○○○～○○○mm）約○○ヶ所復旧分
· ○○○管（口径○○○～○○○mm）約○○ヶ所復旧分

※備蓄拠点施設の位置図を記載する。

応援事業者との連絡窓口
【発災当初の連絡窓口】
総務班
電話 〇〇〇(〇〇〇)〇〇〇〇
FAX 〇〇〇(〇〇〇)〇〇〇〇
衛星携帯〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

【応援事業者受付時の連絡窓口】
総務班
電話 〇〇〇(〇〇〇)〇〇〇〇
FAX 〇〇〇(〇〇〇)〇〇〇〇
衛星携帯〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇


費用負担の考え方
日本水道協会「地震等緊急時対応の手引き」p.26 「７．費用負担の基本的な考え方」に則り、以下のとおりとする。
※速やかに支払いを行うよう努めること。
	費用
	○○市水道課が負担する費用
	応援事業者が負担する費用

	人件費等
	超過勤務手当
深夜勤務手当
特殊勤務手当
管理職員特別勤務手当
旅費（日当含む）
	給料
地域手当等基本的な手当

	材料費
	管材
弁栓類、弁筐、鉄蓋類等
	

	工事請負費
	工事請負費
（材料費、労務費、機械器具損料、滞在費、諸経費等）
	

	委託費
	委託費（漏水調査業務等）
	

	車両、機材等の費用
	燃料費（ガソリン、軽油）
修理費
賃借料
輸送料
	損料

	滞在費用
	食糧費（弁当等）
宿泊費（仮設ハウス設置費用、ホテル等宿泊費）
	携行する食糧費
携行する寝袋、テント等
被服
生活用品
その他福利厚生費

	その他事務費等
	写真代（工事確認用）
作業用消耗品
通信費
消火器
地図
コピー代
	写真代（記録・報告・広報用）
その他事務用品

	補償関係費用
	応援職員の傷病に対する応急的な処置に係る費用
第三者に対する損害賠償金の負担「応援作業中の事故等」
	応援職員の災害償補費
「出張中の公務災害」
第三者に対する損害賠償金の負担「往復途上の事故等」


活動内容
応援事業者が活動拠点に合流した後、総務班、応急給水班、施設復旧班、管路復旧班は、受援内容に応じ、災害時受援マニュアル（応援事業者用）を用いて、応援事業者と活動内容の打合せを行う。











４. 事後対策業務手順図表
４.1 業務内容表

















[bookmark: OLE_LINK6]4.1.1 水道給水対策本部長等の業務
　　　　　［水道給水対策本部長、水道技術管理者］
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	本部長／水道技術管理者
	業　務　項　目
（太字：主要業務　　）
（細字：主要業務以外）
	業　　務　　内　　容
	留　意　事　項　等
（太字は重要な資料を示す。）

	実施主体
	主な実施時期
	
	
	

	当
事業者
	共同
	(幹事)
応援
事業者
	初期
	復旧期
	
	
	

	水道給水対策本部長(本部長)
	
	
	

	○
	
	
	□
	□
	11）水道給水対策本部活動の指揮・命令
	①　各班では対応が困難な事項が生じた場合、必要に応じて各班を指揮・命令し、水道給水対策本部の活動の円滑化を図る。
	「4.2.1 指揮命令系統図」を参照。

	○
	
	
	□
	□
	14）本部会議
	1. 以下の事項を決定する。
・応急給水・応急復旧の目標*
・応援要請の範囲・規模等*
各班の活動状況及び今後の活動方針を確認する。
5 必要に応じて各班の活動を指揮・命令する。

	*防災担当部局と連携しながら生活用水を確保するための災害用井戸・湧水等の活用を考慮する

	水道技術管理者
	
	
	

	○
	
	
	□
	□
	11）水道給水対策本部活動の指揮・命令
	1. 本部長を技術面から補佐して、水道給水対策本部の活動の円滑化を図る。水道法第19条の水道の技術上の管理業務（水質検査、消毒その他衛生上必要な措置、給水の緊急停止等）について、監督等を行う。

	「4.2.1 指揮命令系統図」を参照。

	○
	
	
	□
	□
	14）本部会議
	1. 本部長を技術面から補佐して、本部会議の円滑化を図る。重要事項の決定、各班の活動状況・方針の確認等を技術面から支援する。

	














[bookmark: _Toc135027850]4.1.2 総務班の業務





総務班の組織

 (
◎班　長：＊＊＊＊(係長)
) (
統括（班長等）
［PⅡ-
57
参照］
)

 (
◎副班長：＊＊＊＊
)
　




 (
動員・調達担当
[PⅡ-
62
～
65
参照]
) (
調査・広報担当
[PⅡ-
58
～
61
参照]
)


 (
　
◎担当責任者：＊＊＊＊
)

 (
　○
担　当　者：＊＊＊＊
)
 (
　○
担　当　者：＊＊＊＊
)

 (
　○
担　当　者：＊＊＊＊
)
 (
　○
担　当　者：＊＊＊＊
)

 (
　○
担　当　者：＊＊＊＊
) (
　○
担　当　者：＊＊＊＊
) (
　○
担　当　者：＊＊＊＊
) (
　
◎担当責任者：＊＊＊＊
) (
　○
担　当　者：＊＊＊＊
)


	記号
	区分
	人員

	◎
	水道課職員
	4人

	○
	市長部局職員
	8人

	★
	応援事業者職員等
	－

	計
	12人










総務班の業務
	[bookmark: _Hlk215072035]業務区分
	業務項目
	当事業者
	総務班
(当事業者・行政部局・応援事業者)

	
	
	
	班長
	担当責任者
	調査広報担当
	動員調達担当

	応急体制の確立
	指揮命令・総合調整
	指揮命令
	11水道給水対策本部の活動の統括・指揮・命令
	
	
	
	
	

	
	
	
	12班の活動の統括・指揮・命令
	◎
	◎
	
	
	

	
	
	
	13担当の活動の統括
	◎
	
	◎
	
	

	
	
	会議等
	14水道給水対策本部会議(本部会議)
	◎
	◎
	
	
	

	
	
	
	15班会議
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎

	
	
	
	16他班との連絡調整
	◎
	
	◎
	
	

	
	情報連絡・市民対応
	情報連絡等
	21資料等の準備(情報連絡、応援要請関係)
	◎
	
	
	◎
	◎

	
	
	
	22通信機器の確保
	○
	
	
	○
	○

	
	
	
	23緊急輸送車両確認証明書の確保
	○
	
	
	○
	○

	
	
	
	24地震災害関係情報(道路被害・復旧状況等)の確認
	○
	
	
	○
	○

	
	
	
	25水道施設の被害・断水状況、応急給水状況、応急給水・復旧計画の確認
	◎
	
	
	◎
	

	
	
	
	26国土交通省、都道府県等への状況報告
	◎
	
	
	◎
	

	
	
	市民対応
	27広報
	○
	
	
	○
	

	
	
	
	28苦情対応等
	○
	
	
	○
	○

	
	他事業者への
応援要請
	31応急給水の応援要請と配備(応援事業者等に対するもの)
	◎
	
	
	
	◎

	
	
	32応急復旧の応援要請と配備(応援事業者に対するもの)
	◎
	
	
	
	◎

	
	物資等確保・用務
	物資等の
確保
	41宿舎・駐車場の確保と管理
	○
	
	
	
	○

	
	
	
	42給油所、車両整備所の確保
	○
	
	
	
	○

	
	
	
	43物資等の確保(食料、医薬品、救援物資等)
	○
	
	
	○
	○

	
	
	
	44物品購入
	○
	
	
	○
	○

	
	
	用務
	45応援者・職員に対する用務(依頼受付と処理)
	
	
	
	○
	○

	
	
	
	46交通事故の処理
	○
	
	
	
	○

	
	
	
	47特命事項の実施
	○
	
	
	○
	

	応急給水
	応急給水計画の
策定等
	51資料等の準備(応急給水関係)
	
	
	
	
	

	
	
	52応急給水計画の策定(拠点給水、運搬給水、消火栓からの仮設給水)
	
	
	
	
	

	
	応急給水の実施
	61応急給水の実施(応急給水状況調査を含む)
	
	
	
	
	

	応急復旧／施設・管路
	被害状況の把握と緊急措置
	71資料等の準備(応急復旧関係)
	
	
	
	
	

	
	
	72水道施設の被害状況・断水状況調査(緊急措置、配水調整を含む)
	
	
	
	
	

	
	
	73他のライフラインの被害状況・復旧状況の確認
	
	
	
	
	

	
	応急復旧計画の
策定等
	81応急復旧計画の策定
	
	
	
	
	

	
	
	82施設復旧業者への応援要請と配備
	
	
	
	
	

	
	
	83管路復旧業者への応援要請と配備
	
	
	
	
	

	
	
	84応急復旧資材の確保
	
	
	
	
	

	
	
	85資材基地、残土置場の確保
	
	
	
	
	

	
	応急復旧の実施
(漏水調査を含む)
	91漏水調査の実施
	
	
	
	
	

	
	
	92応急復旧工事の実施(応急復旧状況調査、仮設給水栓設置状況調査を含む)
	
	
	
	
	

	
	
	93水質検査の実施
	
	
	
	
	


注)◎：当事業者で対応すべき業務項目（背景色：水色）、〇：当事業者で対応可能であれば実施し、必要に応じて行政部局や(幹事)応援事業者に依頼・連携可能な業務項目
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	総務班　班長･担当責任者
	業　務　項　目
（太字：主要業務　　）
（細字：主要業務以外）
	業　　務　　内　　容
	留　意　事　項　等
（太字は重要な資料を示す。）

	実施主体
	主な実施時期
	
	
	

	当
事業者
	共同
	(幹事)
応援
事業者
	初期
	復旧期
	
	
	

	 班長
	
	
	副班長は班長の補佐、代理を行う。

	○
	
	
	□
	□
	12）総務班活動の指揮・命令
	1. 総務班の各担当を指揮・命令し、班活動の円滑化を図る。
	「4.2.1 指揮命令系統図」を参照。

	○
	
	
	□
	□
	14）本部会議
	1. 班の活動状況及び今後の活動方針を説明する。
他班に対し要請事項がある場合、それを伝達する。
	

	○
	
	
	□
	□
	15）総務班会議
(班会議)
	1. 毎日早朝及び夕方に総務班会議を招集する。
各担当責任者から活動状況の報告を受けるとともに、活動方針を確認し、必要に応じて修正する。
	




	 担当責任者
	
	
	

	○
	
	
	□
	□
	13）担当の活動の統括
	1. 担当の業務を統括し、指揮・命令を行う。
	「4.2.1 指揮命令系統図」を参照。

	○
	
	
	□
	□
	15）総務班会議
(班会議)
	①　総務班会議において、担当の活動状況を報告するとともに、活動方針を説明する。
	

	○
	
	
	□
	□
	16）他班との連絡調整
	1 他班の担当責任者から、本班の活動に必要な情報を収集する。
2 本班の活動に関する他班の担当責任者等からの問い合わせに答える。
	




	総務班　調査･広報担当
	業　務　項　目
（太字：主要業務　　）
（細字：主要業務以外）
	業　　務　　内　　容
	留　意　事　項　等
（太字は重要な資料を示す。）

	実施主体
	主な実施時期
	
	
	

	当
事業者
	共同
	(幹事)
応援
事業者
	初期
	復旧期
	
	
	

	○
	
	
	□
	□
	15）総務班会議(班会議)
	1. 総務班会議において、必要に応じて担当の活動状況を報告するとともに、活動方針を確認する。
	

	○
	
	
	□
	
	21）資料等の準備
22）通信機器の確保
23）緊急輸送車両確認証明書の確保
	1. 調査･広報担当で使用する資料・様式等を準備する。

動員・調達担当に調査･広報担当で必要な通信機器、緊急輸送車両確認証明書の数量を報告し､受け取る。
	

	○
	
	
	□
	□
	24）地震災害関係情報の確認

	1. 市災害対策本部より地震災害関係情報(道路の被害・渋滞状況、復旧状況等を含む)を収集し、以下の担当に伝達する。
　総務班　　　　　動員・調達担当
　応急給水班　　　計画・情報担当
　施設復旧班　　　計画・情報担当
　管路復旧班　　　計画・情報担当
	

	○
	
	
	□
	□















	25）水道施設の被害状況等の確認

	①　担当から以下に示す水道施設の被害・断水状況、応急給水状況、応急給水計画、応急復旧計画等の情報を確認する。
　　
　(a)応急給水班計画・情報担当
応急給水状況
応急給水計画
(b)施設復旧班計画・情報担当
浄水場等の施設の被害状況
浄水場等の施設の復旧状況
浄水場等の施設の応急復旧計画
(c)管路復旧班計画・情報担当
配水管の被害状況、断水状況
配水管の復旧状況、断水状況
配水管の応急復旧計画
仮設給水栓の設置状況
仮設給水栓の設置計画

	

	○
	
	
	□
	□
	26）国土交通省、都道府県等への状況報告
	1. 国土交通省および都道府県等に水道施設の被害状況、復旧状況、断水状況、応急給水状況等を報告する。
	・「表2-4 関係機関との情報連絡体制」を利用。
・連絡は原則、書面（緊急時は口頭可、後日書面作成）とする。

	○
	
	
	□
	□













	27）広報

	1. 市民、マスコミに対し、定期的に以下の情報を広報する。*1*2*3
　　
応急給水状況（給水場所・時間等）*4*5
応急給水計画

浄水場等の施設の被害状況、復旧状況
浄水場等の施設の応急復旧計画

配水管の被害状況、復旧状況、断水状況、断水解消
見込み*6
配水管の応急復旧計画
仮設給水栓の設置状況
宅内漏水の確認方法、指定給水工事事業者の紹介
災害用井戸・湧水等の利用可否（防災担当部局と連携）

節水要請（漏水等により、水量が不足して断水する恐れがある場合）


市民から問い合わせがあった場合、①の情報を広報する。
	*1「4.2.2 情報収集・広報連絡系統図」を参照。
*2マスコミに対しては、情報を定期的にファックスなどの書面で提供する制度をとり、関係を友好に保ち、全面的な協力を求めることが望ましい。
*3市民への広報は、掲示板、ちらし、ホームぺージ、SNSへの掲載等の文字情報を用いて行うと、読み直しができるので効果的。また、必要に応じて、町内会や自治会等の住民組織や民政委員等、地域コミュニティも活用。
*4節水の呼びかけや河川水などを飲用水として使わないことも広報する。
*5応急給水に関する広報は、応急給水班と連携して行う。また、給水所では容器の持参要否や、一世帯あたりの給水制限量がある場合はその内容をあらかじめ周知する。
*6応急復旧に関する広報は、精緻を求めすぎず住民が必要とする情報を速やかに提供することが重要である。
生活用水を“飲用不可”として試験通水する場合は、飲用制限に関する広報を行い、水質試験で安全が確認され水質基準を満たした時点で“安全宣言”を発し、通常給水へ移行するとともに速やかに利用者へ周知する。
下水道が使用可能であるが水道の使用禁止等の誤った情報伝達とならなにように正確な情報伝達に努める。


	○
	
	
	□
	□
	28）苦情対応
(1) 苦情の収集と対応
	1. 調査･広報担当あるいは動員・調達担当を通して、市民から苦情を受け付ける。
①の苦情を整理し、調査･広報担当で対応できるものは対応する。
調査･広報担当で対応できず、他班で対応できるものは、以下の担当に依頼する。
応急給水班　　　計画・情報担当
施設復旧班　　　計画・情報担当
管路復旧班　　　計画・情報担当
他班で対応できず、総務班で対応できる苦情を③の担当から受け付け、対応する。
	

	
	
	
	
	
	(2) 苦情対応の結果の収集
	1. (1)の③の担当から、他班における苦情とその対応結果を収集する。
	

	○
	
	
	
	□
	43）物資等の確保
44）物品購入
	1 動員・調達担当に必要な物資等（食料、医薬品、救援物資等）の数量を報告し､受け取る。

必要な物品の購入を動員・調達担当に依頼し、受け取る。
	

	○
	
	
	
	□
	45）応援者・職員に対する用務
	1. 用務がある場合、動員・調達担当に依頼し、処置・対応を受ける。
	

	○
	
	
	□
	□
	47）特命事項の実施
	1. 特命事項がある場合、これを行う。

	




	総務班　動員・調達担当
	業　務　項　目
（太字：主要業務　　）
（細字：主要業務以外）
	業　　務　　内　　容
	留　意　事　項　等
（太字は重要な資料を示す。）

	実施主体
	主な実施時期
	
	
	

	当
事業者
	共同
	(幹事)
応援
事業者
	初期
	復旧期
	
	
	

	○
	
	
	□
	□
	15）総務班会議(班会議)
	①　総務班会議において、必要に応じて担当の活動状況を報告するとともに、活動方針を確認する。
	

	○
	
	
	□
	
	21）資料等の準備

	1. 動員・調達担当で使用する資料・様式等を準備する。

	

	○
	
	
	□
	
	22）通信機器の確保

	1. 以下の担当より必要な通信機器の数量を確認する。

総務班　　　　　調査・広報担当
応急給水班　　　計画・情報担当
施設復旧班　　　計画・情報担当
管路復旧班　　　計画・情報担当

①で確認した通信機器を以下に要請し、受け取る。

市災害対策本部、他機関（NTT等）
　　
②で受け取った通信機器を①の担当に配布する。
	対策本部事務所(水道課等)と現場チームとの通信手段は携帯電話および無線とする。

	○
	
	
	□
	□
	23）緊急輸送車両確認証明書の確保

	1. 調査・広報担当、応急給水班、施設復旧班、管路復旧班の各計画・情報担当より必要な緊急輸送車両確認証明書の数量を確認する。

①で確認した緊急輸送車両確認証明書の数量を県警に要請し、受け取る。

②で受け取った緊急輸送車両確認証明書を①の担当に配布する。


	

	○
	
	
	□
	□
	24）地震災害関係情報の確認
	1. 調査・広報担当より地震災害関係情報(道路の被害・渋滞状況、復旧状況等を含む)を収集する
	

	○
	
	
	□
	□
	31）応急給水の応援要請と配備
	1. 応急給水班計画・情報担当より応援人員、給水車両、応急給水資材、応援活動期間の目安、給水袋や仮設水槽持参の要否等の応援内容を確認し、以下の応援事業者に応援要請を行う。*1*2

応援事業者（日本水道協会を通して）
ボランティア（市災害対策本部を通して）
応急給水支援業者等（自衛隊、トラック協会等）

応援事業者が到着した際、受付を行い、宿舎・駐車場等の必要な情報を伝達し、応急給水班計画・情報担当に引き継ぐ。

	*1「表2-4 関係機関との情報連絡体制」を利用。
*2応援事業者等には、集合場所、連絡先、連絡方法等を原則書面で（緊急時は口頭可、後日書面作成）通知する。






・総務班の業務に従事可能な水道ＯＢに作業の補助を依頼することも有効。

	○
	
	
	□
	□
	32）応急復旧の応援要請と配備
	1. 施設復旧班、管路復旧班の各計画・情報担当より応援人員等の応援内容を確認し、以下の応援事業者に応援要請を行う。*1*2

応援事業者（日本水道協会を通して）

応援事業者が到着した際、受付を行い、宿舎・駐車場等の必要な情報を伝達し、施設復旧班、管路復旧班の各計画・情報担当に引き継ぐ。
	*1「表2-4 関係機関との情報連絡体制」を利用。
*2応援事業者には、集合場所、連絡先、連絡方法等を通知する

	○
	
	
	
	□
	41）宿舎・駐車場の確保と管理
	1. 受援マニュアルに記載している駐車場所を指定する場合は、その都度応援事業者に連絡する。

各応援事業者の宿泊場所情報を収集し、その結果を応急給水班、施設復旧班、管路復旧班の各計画・情報担当に連絡する。
	・「表2-4 関係機関との情報連絡体制」を利用。

	○
	
	
	
	□
	42）給油所、車両整備所の確保
	1. 水道課契約の給油所及び車両整備所に各々、ガソリン確保、車両整備の可否を確認し、可能な場合、要請する。

ガソリンの提供が可能な給油所、車両整備が可能な車両整備所を、調査・広報担当、応急給水班、施設復旧班、管路復旧班の各計画・情報担当に連絡する。
	・「表2-4 関係機関との情報連絡体制」を利用。

	○
	
	
	
	□
	43）物資等の確保（食料、医薬品、救援物資等）
	1. 調査・広報担当、応急給水班、施設復旧班、管路復旧班の各計画・情報担当より、必要な物資等（食料、医薬品、救援物資等）の数量を確認する。

①で確認した物資等の数量を市災害対策本部に依頼し、受け取る。

②で受け取った物資等を①の担当に配布する。
	

	○
	
	
	
	□
	44）物品購入
	1. 調査・広報担当、応急給水班、施設復旧班、管路復旧班の各計画・情報担当より、必要な物品の購入依頼を受ける。

①で購入依頼のあった物品を業者に発注する。発注の際には、納品先（各担当名）を伝える。

総務班内で依頼のあった物品を業者より受け取り、各担当に配布する。

業者より請求書等の伝票を受け取り、支払いを行う。
	

	○
	
	
	
	□
	45）応援者・職員に対する用務
	1. 調査・広報担当より用務を受け付け、処置・対応を行う。

応急給水班、施設復旧班、管路復旧班で処理が困難な用務を受け付けた場合、処置・対応を行うかあるいはその方法を各班の計画・情報担当に指示する。
	・総務班の業務遂行において、職員に過度な負担を与えないようローテーション等を行い、健康管理に留意する。


	○
	
	
	
	□
	46）交通事故等の処理
	1. 交通事故等の事故が発生した場合、当該班の副班長と連携を図りながら、その処理を行う。
	

	○
	
	
	□
	□
	28）苦情対応
	1. 市民から直接苦情を受けた場合、調査・広報担当に報告する。

	

	○
	
	
	□
	□
	84）応急復旧資材の調達（管材）
	1. 管路復旧班資材調達担当より、資材調達の際の伝票を収集し、資材メーカー等に費用を支払う。

	




発災時に行う広報
　図4-1のとおり発災後のフェーズに応じた広報を行う。

図 4‑1　災害発生以降の広報内容（イメージ）
参考文献：地震等緊急時対応の手引き（公益社団法人 日本水道協会）P166～170
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応急給水班の組織

 (
統括（班長等）
［PⅡ-
70
参照］
) (
応急給水チーム
[PⅡ-
75
～
76
参照]
) (
◎班　長：＊＊＊＊(係長)
)
 (
◎副班長：＊＊＊＊
)





 (
計画・情報担当
[PⅡ-
71
～
74
参照]
)


 (
　○
担　当　者：＊＊＊＊
) (
　
◎担当責任者：＊＊＊＊
) (
　★
担　当　者：＊＊＊＊
)

 (
　★
担　当　者：＊＊＊＊
)


 (
　○
担当者
(
ブロック責任者
)
：＊＊＊＊
) (
　
◎担当者
(
ブロック責任者
)
：＊＊＊＊
)


 (
　○
担　当　者：＊＊＊＊
)
 (
　○
担　当　者：＊＊＊＊
)
 (
　○
担　当　者：＊＊＊＊
)




	記号
	区分
	人員

	◎
	水道課職員
	4人

	○
	市長部局職員
	7人

	★
	応援事業者職員等
	○○人

	計
	○○人





 (
・
・
・
・
・
)

 (
　○
担　当　者：＊＊＊＊
) (
　○
担　当　者：＊＊＊＊
) (
　★
担　当　者：＊＊＊＊
) (
　★
担　当　者：＊＊＊＊
) (
　★
担　当　者：＊＊＊＊
)



応急給水班の業務
	[bookmark: _Hlk215072055]業務区分
	業務項目
	当事業者
	応急給水班
(当事業者・行政部局・応援事業者)

	
	
	
	班長
	担当責任者
	調査広報担当
	動員調達担当

	応急体制の確立
	指揮命令・総合調整
	指揮命令
	11水道給水対策本部の活動の統括・指揮・命令
	
	
	
	
	

	
	
	
	12班の活動の統括・指揮・命令
	◎
	◎
	
	
	

	
	
	
	13担当の活動の統括
	◎
	
	◎
	
	

	
	
	会議等
	14水道給水対策本部会議(本部会議)
	◎
	◎
	
	
	

	
	
	
	15班会議
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎

	
	
	
	16他班との連絡調整
	◎
	
	◎
	
	

	
	情報連絡・市民対応
	情報連絡等
	21資料等の準備(情報連絡、応援要請関係)
	
	
	
	
	

	
	
	
	22通信機器の確保
	
	
	
	
	

	
	
	
	23緊急輸送車両確認証明書の確保
	
	
	
	
	

	
	
	
	24地震災害関係情報(道路被害・復旧状況等)の確認
	
	
	
	
	

	
	
	
	25水道施設の被害・断水状況、応急給水状況、応急給水・復旧計画の確認
	
	
	
	
	

	
	
	
	26国土交通省、都道府県等への状況報告
	
	
	
	
	

	
	
	市民対応
	27広報
	
	
	
	
	

	
	
	
	28苦情対応等
	
	
	
	
	

	
	他事業者への
応援要請
	31応急給水の応援要請と配備(応援事業者等に対するもの)
	◎
	
	
	◎
	◎

	
	
	32応急復旧の応援要請と配備(応援事業者に対するもの)
	
	
	
	
	

	
	物資等確保・用務
	物資等の
確保
	41宿舎・駐車場の確保と管理
	
	
	
	
	

	
	
	
	42給油所、車両整備所の確保
	
	
	
	
	

	
	
	
	43物資等の確保(食料、医薬品、救援物資等)
	
	
	
	
	

	
	
	
	44物品購入
	
	
	
	
	

	
	
	用務
	45応援者・職員に対する用務(依頼受付と処理)
	
	
	
	
	

	
	
	
	46交通事故の処理
	
	
	
	
	

	
	
	
	47特命事項の実施
	
	
	
	
	

	応急給水
	応急給水計画の
策定等
	51資料等の準備(応急給水関係)
	◎
	
	
	◎
	◎

	
	
	52応急給水計画の策定(拠点給水、運搬給水、消火栓からの仮設給水)
	○
	
	
	○
	○

	
	応急給水の実施
	61応急給水の実施(応急給水状況調査を含む)
	○
	
	
	○
	○

	応急復旧／施設・管路
	被害状況の把握と緊急措置
	71資料等の準備(応急復旧関係)
	
	
	
	
	

	
	
	72水道施設の被害状況・断水状況調査(緊急措置、配水調整を含む)
	
	
	
	
	

	
	
	73他のライフラインの被害状況・復旧状況の確認
	
	
	
	
	

	
	応急復旧計画の
策定等
	81応急復旧計画の策定
	
	
	
	
	

	
	
	82施設復旧業者への応援要請と配備
	
	
	
	
	

	
	
	83管路復旧業者への応援要請と配備
	
	
	
	
	

	
	
	84応急復旧資材の確保
	
	
	
	
	

	
	
	85資材基地、残土置場の確保
	
	
	
	
	

	
	応急復旧の実施
(漏水調査を含む)
	91漏水調査の実施
	
	
	
	
	

	
	
	92応急復旧工事の実施(応急復旧状況調査、仮設給水栓設置状況調査を含む)
	
	
	
	
	

	
	
	93水質検査の実施
	
	
	
	
	


注)◎：当事業者で対応すべき業務項目（背景色：水色）、〇：当事業者で対応可能であれば実施し、必要に応じて行政部局や(幹事)応援事業者に依頼・連携可能な業務項目






Ⅱ－48

	応急給水班　班長･担当責任者
	業　務　項　目
（太字：主要業務　　）
（細字：主要業務以外）
	業　　務　　内　　容
	留　意　事　項　等
（太字は重要な資料を示す。）

	実施主体
	主な実施時期
	
	
	

	当
事業者
	共同
	(幹事)
応援
事業者
	初期
	復旧期
	
	
	

	班長
	
	
	副班長は班長の補佐、代理を行う。

	○
	
	
	□
	□
	12）応急給水班活動の指揮・命令
	1. 応急給水班の各担当を指揮・命令し、班活動の円滑化を図る。
	「4.2.1 指揮命令系統図」を参照。

	○
	
	
	□
	□
	14）本部会議
	1. 班の活動状況及び今後の活動方針を説明する。
他班に対し要請事項がある場合、それを伝達する。
	

	○
	
	
	□
	□
	15）応急給水班会議
(班会議)
	1. 毎日早朝及び夕方に応急給水班会議を招集する。
各担当責任者から活動状況の報告を受けるとともに、活動方針を確認し、必要に応じて修正する。
	




	担当責任者
	
	
	

	○
	
	
	□
	□
	13）担当の活動の統括
	1. 担当の業務を統括し、指揮・命令を行う。
	「4.2.1 指揮命令系統図」を参照。

	○
	
	
	□
	□
	15）応急給水班会議
(班会議)
	1. 応急給水班会議において、担当の活動状況を報告するとともに、活動方針を説明する。
	

	○
	
	
	□
	□
	16）他班との連絡調整
	1 他班の担当責任者から、本班の活動に必要な情報を収集する。
2 本班の活動に関する他班の担当責任者等からの問い合わせに答える。
	




	応急給水班　計画･情報担当
	業　務　項　目
（太字：主要業務　　）
（細字：主要業務以外）
	業　　務　　内　　容
	留　意　事　項　等
（太字は重要な資料を示す。）

	実施主体
	主な実施時期
	
	
	

	当
事業者
	共同
	(幹事)
応援
事業者
	初期
	復旧期
	
	
	

	
	○
	
	□
	□
	15）応急給水班会議
(班会議)
	1. 応急給水班会議において、必要に応じて担当の活動状況を報告するとともに、活動方針を確認する。
	

	○
	
	
	□
	
	51）資料等の準備
22）通信機器の確保
23）緊急輸送車両確認証明書の確保
	1. 応急給水班で使用する資料・様式等を準備し、応急給水チームに必要なものを配布する。

総務班動員・調達担当に応急給水班で必要な通信機器、緊急輸送車両確認証明書の数量を報告し､受け取る。

受け取った通信機器、緊急輸送車両確認証明書を、応急給水チームに配布する。

	

	○
	
	
	□
	□
	72）被害・断水状況、復旧状況等の確認
	1. (a) (b)の各担当から、以下の情報を収集する。*1

(a)施設復旧班計画・情報担当
浄水場等の施設の被害状況
浄水場等の施設の復旧状況
浄水場等の施設の応急復旧計画

(b)管路復旧班計画・情報担当
配水管の被害状況、断水状況
配水管の復旧状況、断水状況
配水管の応急復旧計画
仮設給水栓の設置状況
仮設給水栓の設置計画

	*1「4.2.2 情報収集・広報連絡系統図」を参照。

	○
	
	
	□
	□
	24）地震災害関係情報の確認
	1. 総務班調査・広報担当より地震災害関係情報(道路の被害・渋滞状況、復旧状況等を含む)を収集する。

	

	
	○
	
	□
	□
	52）応急給水計画の策定等

	1. 水道施設の被害・断水状況、復旧状況および道路被害状況等を整理して、以下の内容で応急給水計画を策定する。

断水区域および断水人口の想定
災害弱者、高層住宅の所在の把握*1
応急給水量の算定
給水方法の選択
飲用水確保方法の選択
応急給水資機材の選択
応急給水箇所の優先選択*2
初期活動時の応急給水人員、車両等の配備*3
応急給水活動時の給水人員、車両等の配備*4
※仮設給水栓の設置は、管路復旧班の計画・情報担当と調整する。

①の応急給水計画を総務班調査・広報担当に報告する。

①の応急給水計画を応急給水チームに指示する。

応急給水班の活動に関して、必要に応じて、応急給水チームを指揮・命令する。
	応急給水の規模は、想定地震と発生地震の断水状況等を比較して推定する。


*1高齢者、障害者などの災害弱者に対しては、ボランティアの派遣要請や、広報等により近隣住民に協力を要請する。
*2「表2-4 関係機関との情報連絡体制」を利用。
*3病院等で受水槽に直接給水する場合ポンプ付き給水車が必要。
*4応援者・職員に過度な負担を与えないようローテーション等を行い、健康管理に留意する。


	○
	
	
	□
	□
	31）応急給水の応援要請と配備
	1. 応急給水計画に基づき、応援人員、給水車両、応援給水資材等を整理し、総務班動員・調達担当に応援要請を依頼する。*1

受入れた応援事業者に対し、応急給水活動方針等を説明し、応急給水チーム(ブロック責任者)に引き継ぎ、配備する。*2*3

	*1従事可能な水道ＯＢに応急給水の補助を依頼することも有効。

*2応援事業者から、様式Ｂ１を収集する。
*3応援事業者に、依頼業務、遵守事項、連絡方法、作業方法などを説明し、準備した資料を渡す。

	○
	
	
	□
	□
	61-1）応急給水状況調査
	1. 応急給水チーム(ブロック責任者)より応急給水状況の調査結果を収集する。*1*2

①の調査結果を整理し、総務班調査・広報担当に報告する。
	*1「4.2.2 情報収集・広報連絡系統図」を参照。
 
*2様式Ｂ２、様式Ｂ３を使用。

	○
	
	
	
	□
	42）給油所及び車両整備所の確認
43）物資等の確保
44）物品購入
	1. 総務班動員・調達担当から、ガソリン等の確保が可能な給油所及び車両修理が可能な車両整備所を確認し、応急給水チームに伝達する。

総務班動員・調達担当に応急給水班で必要な物資等（食料、医薬品、救護物資等）の数量を報告し､受け取る。

受け取った物資等を、応急給水チームに配布する。

物品を購入する場合、あるいは応急給水チームから物品購入の依頼を受けた場合、総務班動員・調達担当に購入依頼する。
  
納入された物品を総務班動員・調達担当から受け取る。応急給水チームから依頼された物品は、当該応急給水チームに引き渡す。

	

	○
	
	
	
	□
	45）応援者・職員に対する用務
	1. 用務がある場合、あるいは応急給水チームから用務を依頼された場合、総務班動員・調達担当に依頼し、処理する。

	

	○
	
	
	□
	□
	27）広報

	1. 給水拠点、避難所、福祉施設等に対し、定期的に以下の情報を広報する。
　　
応急給水状況（給水場所・時間等）
応急給水計画

	・広報は総務班の調査・広報担当と連携して行う。
・マイク、掲示板等を利用。

	○
	
	
	□
	□
	28）苦情対応
(1) 苦情の収集と対応
	1. 計画・情報担当あるいは応急給水チームを通して、市民から苦情を受け付ける。

①の苦情を整理し、計画・情報担当で対応できるものは対応する。

計画・情報担当で対応できず、他班で対応できるものは、以下の担当に依頼する。
総務班　　　　　調査・広報担当
施設復旧班　　　計画・情報担当
管路復旧班　　　計画・情報担当

他班で対応できず、応急給水班で対応できる苦情を③の担当から受け付け、対応する。

	

	
	
	
	
	
	(2) 苦情対応の結果の収集
	1. 応急給水班における苦情とその対応結果を総務班　　　　　調査・広報担当に報告する。
	




	応急給水班　応急給水チーム
	業　務　項　目
（太字：主要業務　　）
（細字：主要業務以外）
	業　　務　　内　　容
	留　意　事　項　等
（太字は重要な資料を示す。）

	実施主体
	主な実施時期
	
	
	

	当
事業者
	共同
	(幹事)
応援
事業者
	初期
	復旧期
	
	
	

	
	○
	
	□
	□
	15）応急給水班会議
(班会議)
	1. 応急給水班会議において、必要に応じてチームの活動状況を報告するとともに、活動方針を確認する。
	

	
	○
	
	□
	
	51）資料等の準備
22）通信機器の確保
23）緊急輸送車両確認証明書の確保

	1. 計画・情報担当から資料・様式を入手する。

計画・情報担当から通信機器、緊急輸送車両確認証明書を受け取る。

	

	
	○
	
	□
	□
	24）地震災害関係情報の確認

	1. 計画・情報担当から地震災害関係情報(道路の被害・渋滞状況、復旧状況等を含む)を確認する。

	

	
	○
	
	□
	□
	52）応急給水計画の確認、指揮・命令事項の確認
	1. 計画・情報担当から応急給水計画（応急給水の場所等）を確認する。

計画・情報担当から指揮・命令事項を確認する。

	・様式Ｂ２を使用。

	
	○
	
	□
	□
	31）応急給水の応援事業者の配備

	1. ブロック責任者は、計画・情報担当から応援事業者を受け入れ、担当を定め応急給水チームに配備する。

	

	
	○
	
	□
	□
	61）応急給水の実施
	1. 応急給水計画に基づき、以下に示す指示された方法により、応急給水を行う。

(a)拠点給水*1
(b)運搬給水
(c)消火栓からの仮設給水*2
	*1仮設水槽を用いる場合は、残留塩素濃度の保持等に留意する。



*1仮設給水栓を設置する場合、付近の住民に管理運営を依頼するとよい。

	
	○
	
	□
	□
	61-1）応急給水状況調査
	1. 応急給水チームは応急給水状況を整理し、その結果をまとめる。

①の調査結果をブロック責任者が収集し、計画・情報担当に報告する。

	・様式Ｂ２、様式Ｂ３を使用。

	
	○
	
	
	□
	42）給油所及び車両整備所の確認
43）物資等の確保
44）物品購入
	1. 計画・情報担当からガソリン等の確保が可能な給油所及び車両修理が可能な車両整備所を確認する。

車両使用者は必要に応じて、指定のあった給油所、車両整備所に行き、ガソリンの提供および車両整備を受ける。

計画・情報担当から必要な物資等（食料、医薬品、救援物資等）を受け取る。

物品を購入する場合、計画・情報担当に依頼する。

納入された物品を計画・情報担当から受け取る。

	

	
	○
	
	
	□
	45）応援者・職員に対する用務
	1. 用務がある場合、計画・情報担当に依頼する。

	

	
	○
	
	□
	□
	28）苦情対応

	1. 市民から直接苦情を受けた場合、計画・情報担当に報告する。
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施設復旧班の組織

 (
統括（班長等）
［PⅡ-
80
参照］
) (
◎班　長：＊＊＊＊(係長)
)
 (
◎副班長：＊＊＊＊
)　





 (
　
◎担当責任者：＊＊＊＊［※副班長が兼務］
) (
計画・情報担当
[PⅡ-
81
～
84
参照]
)

 (
　★
担　当　者：＊＊＊＊
)
 (
　★
担　当　者：＊＊＊＊
)



 (
　
◎担　当　者：＊＊＊＊
) (
施設等
復旧チーム
[PⅡ-
85
～
87
参照]
)

 (
　
◎担　当　者：＊＊＊＊
)
 (
　
◎担　当　者：＊＊＊＊
)

 (
　★
担　当　者：＊＊＊＊
)
 (
　★
担　当　者：＊＊＊＊
)
	記号
	区分
	人員

	◎
	水道課職員
	5人

	○
	市長部局職員
	－

	★
	応援事業者職員等
	6人

	計
	11人



 (
　★
担　当　者：＊＊＊＊
)

 (
　★
担　当　者：＊＊＊＊
)








施設復旧班の業務
	[bookmark: _Hlk215072078]業務区分
	業務項目
	当事業者
	施設復旧班
(当事業者・行政部局・応援事業者)

	
	
	
	班長
	担当責任者
	調査広報担当
	動員調達担当

	応急体制の確立
	指揮命令・総合調整
	指揮命令
	11水道給水対策本部の活動の統括・指揮・命令
	
	
	
	
	

	
	
	
	12班の活動の統括・指揮・命令
	◎
	◎
	
	
	

	
	
	
	13担当の活動の統括
	◎
	
	◎
	
	

	
	
	会議等
	14水道給水対策本部会議(本部会議)
	◎
	◎
	
	
	

	
	
	
	15班会議
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎

	
	
	
	16他班との連絡調整
	◎
	
	◎
	
	

	
	情報連絡・市民対応
	情報連絡等
	21資料等の準備(情報連絡、応援要請関係)
	
	
	
	
	

	
	
	
	22通信機器の確保
	
	
	
	
	

	
	
	
	23緊急輸送車両確認証明書の確保
	
	
	
	
	

	
	
	
	24地震災害関係情報(道路被害・復旧状況等)の確認
	
	
	
	
	

	
	
	
	25水道施設の被害・断水状況、応急給水状況、応急給水・復旧計画の確認
	
	
	
	
	

	
	
	
	26国土交通省、都道府県等への状況報告
	
	
	
	
	

	
	
	市民対応
	27広報
	
	
	
	
	

	
	
	
	28苦情対応等
	
	
	
	
	

	
	他事業者への
応援要請
	31応急給水の応援要請と配備(応援事業者等に対するもの)
	
	
	
	
	

	
	
	32応急復旧の応援要請と配備(応援事業者に対するもの)
	◎
	
	
	◎
	◎

	
	物資等確保・用務
	物資等の
確保
	41宿舎・駐車場の確保と管理
	
	
	
	
	

	
	
	
	42給油所、車両整備所の確保
	
	
	
	
	

	
	
	
	43物資等の確保(食料、医薬品、救援物資等)
	
	
	
	
	

	
	
	
	44物品購入
	
	
	
	
	

	
	
	用務
	45応援者・職員に対する用務(依頼受付と処理)
	
	
	
	
	

	
	
	
	46交通事故の処理
	
	
	
	
	

	
	
	
	47特命事項の実施
	
	
	
	
	

	応急給水
	応急給水計画の
策定等
	51資料等の準備(応急給水関係)
	
	
	
	
	

	
	
	52応急給水計画の策定(拠点給水、運搬給水、消火栓からの仮設給水)
	
	
	
	
	

	
	応急給水の実施
	61応急給水の実施(応急給水状況調査を含む)
	
	
	
	
	

	応急復旧／施設・管路
	被害状況の把握と緊急措置
	71資料等の準備(応急復旧関係)
	◎
	
	
	◎
	◎

	
	
	72水道施設の被害状況・断水状況調査(緊急措置、配水調整を含む)
	○
	
	
	○
	○

	
	
	73他のライフラインの被害状況・復旧状況の確認
	○
	
	
	○
	○

	
	応急復旧計画の
策定等
	81応急復旧計画の策定
	○
	
	
	○
	○

	
	
	82施設復旧業者への応援要請と配備
	○
	
	
	○
	○

	
	
	83管路復旧業者への応援要請と配備
	
	
	
	
	

	
	
	84応急復旧資材の確保
	
	
	
	
	

	
	
	85資材基地、残土置場の確保
	
	
	
	
	

	
	応急復旧の実施
(漏水調査を含む)
	91漏水調査の実施
	
	
	
	
	

	
	
	92応急復旧工事の実施(応急復旧状況調査、仮設給水栓設置状況調査を含む)
	○
	
	
	○
	○

	
	
	93水質検査の実施
	○
	
	
	○
	○


注)◎：当事業者で対応すべき業務項目（背景色：水色）、〇：当事業者で対応可能であれば実施し、必要に応じて行政部局や(幹事)応援事業者に依頼・連携可能な業務項目





Ⅱ－58

	施設復旧班　班長･担当責任者
	業　務　項　目
（太字：主要業務　　）
（細字：主要業務以外）
	業　　務　　内　　容
	留　意　事　項　等
（太字は重要な資料を示す。）

	実施主体
	主な実施時期
	
	
	

	当
事業者
	共同
	(幹事)
応援
事業者
	初期
	復旧期
	
	
	

	班長
	
	
	副班長は班長の補佐、代理を行う。

	○
	
	
	□
	□
	12）施設復旧班活動の指揮・命令
	1. 施設復旧班の各担当を指揮・命令し、班活動の円滑化を図る。
	･「4.2.1 指揮命令系統図」を参照。

	○
	
	
	□
	□
	14）本部会議
	1. 班の活動状況及び今後の活動方針を説明する。
他班に対し要請事項がある場合、それを伝達する。
	

	○
	
	
	□
	□
	15）施設復旧班会議
(班会議)
	1. 毎日早朝及び夕方に施設復旧班会議を招集する。
各担当責任者から活動状況の報告を受けるとともに、活動方針を確認し、必要に応じて修正する。
	


	担当責任者
	
	
	

	○
	
	
	□
	□
	13）担当の活動の統括
	1. 担当の業務を統括し、指揮・命令を行う。
	･「4.2.1 指揮命令系統図」を参照。

	○
	
	
	□
	□
	15）施設復旧班会議
(班会議)
	1. 施設復旧班会議において、担当の活動状況を報告するとともに、活動方針を説明する。
	

	○
	
	
	□
	□
	16）他班との連絡調整
	1 他班の担当責任者から、本班の活動に必要な情報を収集する。
2 本班の活動に関する他班の担当責任者等からの問い合わせに答える。
	




	施設復旧班 計画･情報担当
	業　務　項　目
（太字：主要業務　　）
（細字：主要業務以外）
	業　　務　　内　　容
	留　意　事　項　等
（太字は重要な資料を示す。）

	実施主体
	主な実施時期
	
	
	

	当
事業者
	共同
	(幹事)
応援
事業者
	初期
	復旧期
	
	
	

	
	○
	
	□
	□
	15）施設復旧班会議
(班会議)
	1. 施設復旧班会議において、必要に応じて担当の活動状況を報告するとともに、活動方針を確認する。
	

	○
	
	
	□
	
	71）資料等の準備
22）通信機器の確保
23）緊急輸送車両確認証明書の確保


	1. 施設等復旧班で使用する資料・様式等を準備し、施設等復旧チームに必要なものを配布する。

総務班動員・調達担当に施設等復旧班で必要な通信機器、緊急輸送車両確認証明書の数量を報告し､受け取る。

受け取った通信機器、緊急輸送車両確認証明書を施設等復旧チームに配布する。

	

	○
	
	
	□
	
	72）被害状況・断水状況等の調査

	1. 施設等復旧チームから、浄水場等の施設の被害状況を収集する。*1

①の調査結果を整理し、総務班調査・広報担当、応急給水班計画・情報担当、管路復旧班計画・情報担当に報告する。

	*1「4.2.2 情報収集・広報連絡系統図」を参照。

・事前の被害想定結果を参考にする。

	○
	
	
	□
	□
	73）他のライフラインの被害状況・復旧状況の確認
	1. 他のライフラインの担当者から、被害状況・復旧状況等の情報を収集し、施設等復旧チームに伝達する。

	・「表2-4 関係機関との情報連絡体制」を利用。

	○
	
	
	□
	□
	24）地震災害関係情報の確認
	1. 総務班調査・広報担当より地震災害関係情報(道路の被害・渋滞状況、復旧状況等を含む)を収集し、施設等復旧チームに伝達する。

	

	
	○
	
	□
	□
	81）応急復旧計画の策定等

	1. 施設の被害状況等を整理し、以下の内容で施設等復旧班の応急復旧計画を策定する。*

復旧期間の設定
応急復旧の順位と方法の選択
応急復旧資機材の確保
復旧工程の検討
復旧工事班の編成(人員、協力会社、車両等)

①の応急復旧計画を総務班調査・広報担当、応急給水班計画・情報担当、管路復旧班計画・情報担当に報告する。

①の応急復旧計画を施設等復旧チームに指示する。

施設等復旧班の活動に関して、必要に応じて、施設等復旧チームを指揮・命令する。　

	
・応援者・職員に過度な負担を与えないようローテーション等を行い、健康管理に留意する。

* 応急復旧計画は進捗に伴い随時見直すとともに応援水道事業者と応急復旧地域の調整を行う。

	○
	
	
	□
	
	82）施設等復旧業者への応援要請及び配備

	1. 応急復旧計画に基づき、応援体制等を整理し、施設復旧業者に対し応援要請する。*1*2

施設復旧業者の受付けを行い、施設等復旧活動方針等を説明し、施設等復旧チームに引き継ぎ、配備する。*3

	*1「表2-4 関係機関との情報連絡体制」を利用。
*2従事可能な水道ＯＢに応急復旧の補助を依頼することも有効。
*3施設復旧業者に、依頼業務、遵守事項、連絡方法、作業方法などを説明し、準備した資料を渡す。

	○
	
	
	□
	□
	32）応援事業者に対する応急復旧の応援要請及び配備

	応急復旧計画に基づき、応援人員等を整理し、総務班動員・調達担当に応援要請を依頼する。

受け入れた応援事業者に対し、施設復旧活動方針等を説明し、施設等復旧チームに引き継ぎ、配備する。

	


・応援事業者に依頼業務、遵守事項、連絡方法、作業方法などを説明し、準備した資料を渡す。

	○
	
	
	
	□
	92-1）応急復旧状況調査
	1. 施設等復旧チームから、浄水場等の施設の復旧状況を収集する。

①の調査結果を整理し、総務班調査・広報担当、応急給水班計画・情報担当、管路復旧班計画・情報担当に報告する。

	・「4.2.2 情報収集・広報連絡系統図」を参照。

	○
	
	
	
	□
	42）給油所及び車両整備所の確認
43）物資等の確保
44）物品購入
	1. 総務班動員・調達担当から、ガソリン等の確保が可能な給油所及び車両修理が可能な車両整備所を確認し、施設等復旧チームに伝達する。

総務班動員・調達担当に施設等復旧班で必要な物資等（食料、医薬品、救護物資等）の数量を報告し､受け取る。

受け取った物資等を、施設等復旧チームに配布する。

物品を購入する場合、あるいは施設等復旧チームから物品購入の依頼を受けた場合、総務班動員・調達担当に購入依頼する。

納入された物品を総務班動員・調達担当から受け取る。施設等復旧チームから依頼された物品は、当該施設等復旧チームに引き渡す。

	

	○
	
	
	
	□
	45）応援者・職員に対する用務
	1. 用務がある場合、あるいは施設等復旧チームから用務を依頼された場合、総務班動員・調達担当に依頼し、処理する。

	

	○
	
	
	□
	□
	28）苦情対応
(1) 苦情の収集と対応
	1. 計画・情報担当あるいは施設等復旧チームを通して、市民から苦情を受け付ける。

①の苦情を整理し、計画・情報担当で対応できるものは対応する。

計画・情報担当で対応できず、他班で対応できるものは、以下の担当に依頼する。
総務班　　　　　調査・広報担当
応急給水班　　　計画・情報担当
管路復旧班　　　計画・情報担当

他班で対応できず、施設等復旧班で対応できる苦情を③の担当から受け付け、対応する。

	

	
	
	
	
	
	(2) 苦情対応の結果の収集
	1. 施設復旧班における苦情とその対応結果を総務班調査・広報担当に報告する。

	







	施設復旧班 施設等復旧チーム
	業　務　項　目
（太字：主要業務　　）
（細字：主要業務以外）
	業　　務　　内　　容
	留　意　事　項　等
（太字は重要な資料を示す。）

	実施主体
	主な実施時期
	
	
	

	当
事業者
	共同
	(幹事)
応援
事業者
	初期
	復旧期
	
	
	

	
	○
	
	□
	□
	15）施設復旧班会議
(班会議)
	1. 施設復旧班会議において、必要に応じてチームの活動状況を報告するとともに、活動方針を確認する。
	

	
	○
	
	□
	
	71）資料等の準備
22）通信機器の確保
23）緊急輸送車両確認証明書の確保
	1. 計画・情報担当より、必要な資料・様式を入手する。

計画・情報担当より、通信機器、緊急輸送車両確認証明書を受け取る。
	

	
	○
	
	□
	
	72）被害状況調査、緊急措置

	1. 定められた調査方法・順序に基づき、以下に示す被害状況調査を行う。
貯水･取水施設等､原水確保のための施設の被害の有無*1
水源施設の法面崩壊、その他被害による水質、水量異常の有無*2
浄水施設、配水施設の動力確保状況
付帯施設、設備の異常の有無
消毒設備などの危険物の安全確認

被害状況に応じて、以下に示す緊急措置を行う。
取水の停止・減量、代替取水方法の実施
自家発電設備等の起動
被害箇所、影響箇所の停止・切り離しあるいは補強措置、予備機起動
送配水の水量・水圧異常時等のポンプ停止
貯水量確保のための緊急措置(バルブ操作等)
火災および有毒ガスの発生防止措置
水質管理の強化

被害・断水状況調査および緊急措置の結果を整理し、計画・情報担当に報告する。
	
*1貯水池の下流側に住宅等がある場合、土堰堤等の被害により、二次災害が生じることがあるので注意し、状況に応じて排水操作を行う。
*2井戸は地震により水質・水量が変化することがあるので注意する。

	
	○
	
	□
	□
	73）他のライフラインの被害状況・復旧状況の確認
	1. 計画・情報担当より、下水道、電力会社等の他のライフラインの被害状況・復旧状況等の情報を確認する。

	

	
	○
	
	□
	□
	24）地震災害関係情報の確認

	1. 計画・情報担当より、地震災害関係情報(道路の被害・渋滞状況、復旧状況等を含む)を確認する。

	

	
	○
	
	□
	□
	81）応急復旧計画の確認、指揮・命令事項の確認
	1. 計画・情報担当より、施設復旧計画を確認する。

計画・情報担当より、指揮・命令事項を確認する。
	

	
	○
	
	□
	
	82）施設復旧業者の配備

	1. 計画・情報担当から施設復旧業者を受け入れる。

	

	
	○
	
	
	□
	92）施設復旧工事等の実施
93）水質検査の実施
	1. 応急復旧計画に基づき、浄水施設等の復旧工事を行う。

復旧した浄水施設等を対象として水質検査を行う。
	


・管路復旧チームが給水の水質検査を実施する際、状況に応じて協力する。

	
	○
	
	
	□
	92-1）応急復旧状況調査
	1. 施設等の応急復旧状況を整理し、その結果をまとめる。

計画・情報担当に、①の調査結果を報告する。
	

	
	○
	
	
	□
	42）給油所及び車両整備所の確認
43）物資等の確保
44）物品購入





	1. 計画・情報担当より、ガソリン等の確保が可能な給油所及び車両修理が可能な車両整備所を確認する。

車両使用者は必要に応じて、指定のあった給油所、車両整備所に行き、ガソリンの提供および車両整備を受ける。

計画・情報担当より、必要な物資等（食料、医薬品、救援物資等）を受け取る。

物品を購入する場合、計画・情報担当に依頼する。

納入された物品を計画・情報担当より受け取る。
	

	
	○
	
	
	□
	45）応援者・職員に対する用務
	1. 用務がある場合、計画・情報担当に依頼する。

	

	
	○
	
	□
	□
	28）苦情対応

	1. 市民から直接苦情を受けた場合、計画・情報担当に報告する。

	













[bookmark: _Toc135027853]4.1.5 管路復旧班の業務








管路復旧班の組織


 (
統括（班長等）
［PⅡ-
91
参照］
) (
◎副班長：＊＊＊＊
) (
◎班　長：＊＊＊＊(係長)
)





 (
計画・情報担当
[PⅡ-
92
～
97
参照]
)
 (
　
◎担　当　者：＊＊＊＊
) (
　
◎担当責任者：＊＊＊＊
)
 (
　★
担　当　者：＊＊＊＊
)

 (
　★
担　当　者：＊＊＊＊
)



 (
資材調達担当
[PⅡ-
98
参照]
) (
管路復旧チーム
[PⅡ-
99
～
10
1
参照]
)

 (
　
◎担当者
(ブロック責任者
)
：＊＊＊＊
) (
　
◎担当者
(ブロック責任者
)
：＊＊＊＊
)

 (
　
○担　当　者：＊＊＊＊
) (
　
◎担当責任者：＊＊＊＊
)


	記号
	区分
	人員

	◎
	水道課職員
	7人

	○
	市長部局職員
	1人

	★
	応援事業者職員等
	○○人

	計
	○○人



 (
・
・
・
・
・
)

 (
　★
担　当　者：＊＊＊＊
) (
　★
担　当　者：＊＊＊＊
) (
　★
担　当　者：＊＊＊＊
)









管路復旧班の業務
	[bookmark: _Hlk215072099]業務区分
	業務項目
	当事業者
	管路復旧班
(当事業者・行政部局・応援事業者)

	
	
	
	班長
	担当責任者
	調査広報担当
	動員調達担当

	応急体制の確立
	指揮命令・総合調整
	指揮命令
	11水道給水対策本部の活動の統括・指揮・命令
	
	
	
	
	

	
	
	
	12班の活動の統括・指揮・命令
	◎
	
	
	
	

	
	
	
	13担当の活動の統括
	◎
	◎
	
	
	

	
	
	会議等
	14水道給水対策本部会議(本部会議)
	◎
	
	
	
	

	
	
	
	15班会議
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎

	
	
	
	16他班との連絡調整
	◎
	◎
	
	
	

	
	情報連絡・市民対応
	情報連絡等
	21資料等の準備(情報連絡、応援要請関係)
	
	
	
	
	

	
	
	
	22通信機器の確保
	
	
	
	
	

	
	
	
	23緊急輸送車両確認証明書の確保
	
	
	
	
	

	
	
	
	24地震災害関係情報(道路被害・復旧状況等)の確認
	
	
	
	
	

	
	
	
	25水道施設の被害・断水状況、応急給水状況、応急給水・復旧計画の確認
	
	
	
	
	

	
	
	
	26国土交通省、都道府県等への状況報告
	
	
	
	
	

	
	
	市民対応
	27広報
	
	
	
	
	

	
	
	
	28苦情対応等
	
	
	
	
	

	
	他事業者への
応援要請
	31応急給水の応援要請と配備(応援事業者等に対するもの)
	
	
	
	
	

	
	
	32応急復旧の応援要請と配備(応援事業者に対するもの)
	◎
	
	◎
	
	◎

	
	物資等確保・用務
	物資等の
確保
	41宿舎・駐車場の確保と管理
	
	
	
	
	

	
	
	
	42給油所、車両整備所の確保
	
	
	
	
	

	
	
	
	43物資等の確保(食料、医薬品、救援物資等)
	
	
	
	
	

	
	
	
	44物品購入
	
	
	
	
	

	
	
	用務
	45応援者・職員に対する用務(依頼受付と処理)
	
	
	
	
	

	
	
	
	46交通事故の処理
	
	
	
	
	

	
	
	
	47特命事項の実施
	
	
	
	
	

	応急給水
	応急給水計画の
策定等
	51資料等の準備(応急給水関係)
	
	
	
	
	

	
	
	52応急給水計画の策定(拠点給水、運搬給水、消火栓からの仮設給水)
	
	
	
	
	

	
	応急給水の実施
	61応急給水の実施(応急給水状況調査を含む)
	
	
	
	
	

	応急復旧／施設・管路
	被害状況の把握と緊急措置
	71資料等の準備(応急復旧関係)
	◎
	
	◎
	◎
	◎

	
	
	72水道施設の被害状況・断水状況調査(緊急措置、配水調整を含む)
	○
	
	○
	
	○

	
	
	73他のライフラインの被害状況・復旧状況の確認
	○
	
	○
	
	○

	
	応急復旧計画の
策定等
	81応急復旧計画の策定
	○
	
	○
	
	○

	
	
	82施設復旧業者への応援要請と配備
	
	
	
	
	

	
	
	83管路復旧業者への応援要請と配備
	○
	
	○
	
	○

	
	
	84応急復旧資材の確保
	○
	
	○
	○
	○

	
	
	85資材基地、残土置場の確保
	○
	
	○
	○
	○

	
	応急復旧の実施
(漏水調査を含む)
	91漏水調査の実施
	○
	
	
	
	○

	
	
	92応急復旧工事の実施(応急復旧状況調査、仮設給水栓設置状況調査を含む)
	○
	
	○
	
	○

	
	
	93水質検査の実施
	○
	
	
	
	○


注)◎：当事業者で対応すべき業務項目（背景色：水色）、〇：当事業者で対応可能であれば実施し、必要に応じて行政部局や(幹事)応援事業者に依頼・連携可能な業務項目




Ⅱ－68

	管路復旧班　班長･担当責任者
	業　務　項　目
（太字：主要業務　　）
（細字：主要業務以外）
	業　　務　　内　　容
	留　意　事　項　等
（太字は重要な資料を示す。）

	実施主体
	主な実施時期
	
	
	

	当
事業者
	共同
	(幹事)
応援
事業者
	初期
	復旧期
	
	
	

	班長
	
	
	副班長は班長の補佐、代理を行う。

	○
	
	
	□
	□
	12）管路復旧班活動の指揮・命令
	1. 管路復旧班の各担当を指揮・命令し、班活動の円滑化を図る。
	･「4.2.1 指揮命令系統図」を参照。

	○
	
	
	□
	□
	14）本部会議
	1. 班の活動状況及び今後の活動方針を説明する。
  
他班に対し要請事項がある場合、それを伝達する。
	

	○
	
	
	□
	□
	15）管路復旧班会議
(班会議)
	1. 毎日早朝及び夕方に管路復旧班会議を招集する。
各担当責任者から活動状況の報告を受けるとともに、活動方針を確認する。
	


	担当責任者
	
	
	

	○
	
	
	□
	□
	13）担当の活動の統括
	1. 担当の業務を統括し、指揮・命令を行う。
	･「4.2.1 指揮命令系統図」を参照。

	○
	
	
	□
	□
	15）管路復旧班会議
(班会議)
	1. 管路復旧班会議において、担当の活動状況を報告するとともに、活動方針を説明する。
	

	○
	
	
	□
	□
	16）他班との連絡調整
	1 他班の担当責任者から、本班の活動に必要な情報を収集する。
2 本班の活動に関する他班の担当責任者等からの問い合わせに答える。
	




	管路復旧班　計画・情報担当
	業　務　項　目
（太字：主要業務　　）
（細字：主要業務以外）
	業　　務　　内　　容
	留　意　事　項　等
（太字は重要な資料を示す。）

	実施主体
	主な実施時期
	
	
	

	当
事業者
	共同
	(幹事)
応援
事業者
	初期
	復旧期
	
	
	

	
	○
	
	□
	□
	15）管路復旧班会議
(班会議)
	1. 管路復旧班会議において、必要に応じて担当の活動状況を報告するとともに、活動方針を確認する。
	

	○
	
	
	□
	
	71）資料等の準備
22）通信機器の確保
23）緊急輸送車両確認証明書の確保

	1. 管路復旧班で使用する資料・様式等を準備し、資材調達担当、管路復旧チームに各々必要なものを配布する。

総務班動員・調達担当に管路復旧班で必要な通信機器、緊急輸送車両確認証明書の数量を報告し､受け取る。

受け取った通信機器、緊急輸送車両確認証明書を管路復旧チームに配布する。

	

	○
	
	
	□
	
	72）被害状況・断水状況等の調査

	1. (a) (b)の各担当から、以下の情報を収集する。*1

(a)施設復旧班計画・情報担当
浄水場等の施設の被害状況

(b)管路復旧班管路復旧チーム（ブロック責任者）
配水管の被害状況、断水状況*2*3

(b)の調査結果を整理し、総務班調査・広報担当、応急給水班計画・情報担当に報告する。


	*1「4.2.2 情報収集・広報連絡系統図」を参照。

*2管路の被害は、地図や配管図に色分けして記入すると解りやすい。

*3震災当初は埋設管路の被害は、十分把握できないため、事前の被害想定結果を参考にして、被害規模を想定する。

	○
	
	
	□
	□
	73）他のライフラインの被害状況・復旧状況の確認
	1. 他のライフラインの担当者から、被害状況・復旧状況等の情報を収集し、管路復旧チームに伝達する。


	・「表2-4 関係機関との情報連絡体制」を利用。

	○
	
	
	□
	□
	24）地震災害関係情報の確認
	1. 総務班調査・広報担当より、地震災害関係情報(道路の被害・渋滞状況、復旧状況等を含む)を収集し、管路復旧チームに伝達する。

	

	
	○
	
	□
	□
	81）応急復旧計画の策定等(仮設給水栓設置を含む)
	1. 施設や管路の被害・断水状況、復旧状況および道路被害の状況等を整理し、以下の内容で管路復旧班の応急復旧計画を策定する。*1

基幹管路の補強整備状況などの把握
供給可能な送・配水系統と給水区域の想定
供給不能な送・配水系統と被害箇所の想定
復旧期間の設定
応急復旧の順位と方法の選択*2*3*4
応急復旧資機材の確保*5と分散配置
復旧工程の検討
復旧工事班の編成(人員、協力会社、車両等)*6*7
仮設給水栓設置計画（設置地区、設置間隔等）
（※応急給水班の計画・情報担当と調整）

①の応急復旧計画を総務班調査・広報担当、応急給水班計画・情報担当に報告する。

①の応急復旧計画を管路復旧チームに指示する。

管路復旧班の活動に関して、必要に応じて、管路復旧チームを指揮・命令する。

	管路の被害状況は、想定地震と発生地震の震度等を比較して推定する。

*1応急復旧計画は進捗に伴い随時見直すとともに応援水道事業者と応急復旧地域の調整を行う。

*2上流側の管路から順次、復旧するように計画する。
*3以下の復旧方法を示す。
(1)断水して復旧するか、通水しながら復旧するか
(2)被害が多い区間は、漏水箇所の修繕か、仮設配管等の布設か
(3)給水管の修繕範囲
(4)各戸の仮設給水栓設置の有無等
*4市民に不公平感が生じないように、可能であれば連続した地域を順次復旧していく。
*5様式Ａ１を使用。
*6応援者・職員に過度な負担を与えないようローテーション等を行い、健康管理に留意する。
*7復旧工事の進捗により、地区別に仮設給水栓の設置状況等に偏りが生じた場合、必要に応じて管路復旧チームの配置替えを行う。

	○
	
	
	□
	
	83）管路復旧業者等への応援要請及び配備

	1. 応急復旧計画に基づき、応援人員等を整理し、市管工事業協同組合等に対し応援要請する。*1*2

市管工事業協同組合等の管路復旧業者の受付けを行い、管路復旧活動方針等を説明し、管路復旧チーム(ブロック責任者)に引き継ぎ、配備する。*3

	*1「表2-4 関係機関との情報連絡体制」を利用。
*2従事可能な水道ＯＢに応急復旧の補助を依頼することも有効。
*3管路復旧業者に依頼業務、遵守事項、連絡方法、作業方法などを説明し、準備した資料を渡す。

	○
	
	
	□
	□
	32）応援事業者に対する応急復旧の応援要請及び配備

	1. 応急復旧計画に基づき、応援人員等を整理し、総務班動員・調達担当に応援要請を依頼する。

受け入れた応援事業者に対し、管路復旧活動方針等を説明し、管路復旧チーム(ブロック責任者)に引き継ぎ、配備する。

	


・応援事業者に依頼業務、遵守事項、連絡方法、作業方法などを説明し、準備した資料を渡す。

	○
	
	
	□
	
	85）資材基地、残土置場の確保
	1. 応急復旧計画に基づき、必要な資材基地、残土置場を確認する。

資材基地、残土置場の確保のため、土地の借用が必要な場合、所有者にそれを要請する。

確保できた資材基地、残土置場を管路復旧チーム、資材調達担当に連絡する。
	

	○
	
	
	□
	□
	84）応急復旧資材の確保（管材）

	1. 応急復旧計画に基づき、必要な資材の数量を推計・決定し、資材調達担当に調達を指示する。

管路復旧チームから、必要な資材について連絡を受けた場合、資材調達担当に調達を指示する。
	

	○
	
	
	
	□
	92-1）応急復旧状況調査
	1. (a) (b)の各担当から、以下の情報を収集する。*1

(a)施設復旧班計画・情報担当
浄水場等の施設の復旧状況
浄水場等の施設の応急復旧計画

(b)管路復旧班管路復旧チーム（ブロック責任者）
・	配水管の復旧状況・断水状況*2
・	仮設給水栓の設置状況

(b)の調査結果を整理し*3、総務班調査・広報担当、応急給水班計画・情報担当に報告する。
	*1「4.2.2 情報収集・広報連絡系統図」を参照。




*2管路の復旧状況は、地図や配管図に色分けして記入すると解りやすく、復旧の見通しも立てやすい。

*3資料Ｃ４、資料Ｃ５を用いて作成。

	○
	
	
	
	□
	42）給油所及び車両整備所の確認
43）物資等の確保
44）物品購入
	1. 総務班動員・調達担当から、ガソリン等の確保が可能な給油所及び車両修理が可能な車両整備所を確認し、管路復旧チームに伝達する。

総務班動員・調達担当に管路復旧班で必要な物資等（食料、医薬品、救護物資等）の数量を報告し､受け取る。

受け取った物資等を、管路復旧チームに配布する。

物品を購入する場合、あるいは管路復旧チームから物品購入の依頼を受けた場合、総務班動員・調達担当に購入依頼する。

納入された物品を総務班動員・調達担当から受け取る。管路復旧チームから依頼された物品は、当該管路復旧チームに引き渡す。
	

	○
	
	
	
	□
	45）応援者・職員に対する用務
	1. 用務がある場合、あるいは管路復旧チームから用務を依頼された場合、総務班動員・調達担当に依頼し、処理する。
	

	○
	
	
	□
	□
	28）苦情対応
(1) 苦情の収集と対応
	1. 計画・情報担当あるいは管路復旧チームを通して、市民から苦情を受け付ける。

①の苦情を整理し、計画・情報担当で対応できるものは対応する。

計画・情報担当で対応できず、他班で対応できるものは、以下の担当に依頼する。
総務班　　　　　調査・広報担当
応急給水班　　　計画・情報担当
施設復旧班　　　計画・情報担当

他班で対応できず、管路復旧班で対応できる苦情を③の担当から受け付け、対応する。
	

	
	
	
	
	
	(2) 苦情対応の結果の収集
	1. 管路復旧班における苦情とその対応結果を総務班　　　　　調査・広報担当に報告する。

	




	管路復旧班　資材調達担当
	業　務　項　目
（太字：主要業務　　）
（細字：主要業務以外）
	業　　務　　内　　容
	留　意　事　項　等
（太字は重要な資料を示す。）

	実施主体
	主な実施時期
	
	
	

	当
事業者
	共同
	(幹事)
応援
事業者
	初期
	復旧期
	
	
	

	○
	
	
	□
	□
	15）管路復旧班会議
(班会議)
	1. 管路復旧班会議において、必要に応じて担当の活動状況を報告するとともに、活動方針を確認する。
	

	○
	
	
	□
	
	71）資料等の準備
22）通信機器の確保
23）緊急輸送車両確認証明書の確保
	1. 計画・情報担当より、必要な資料・様式を入手する。

計画・情報担当より、通信機器、緊急輸送車両確認証明書を受け取る。
	

	○
	
	
	□
	□
	24）地震災害関係情報の確認
	1. 計画・情報担当より、地震災害関係情報(道路の被害・渋滞状況、復旧状況等を含む)を確認する。
	

	○
	
	
	□
	
	85）資材基地の確認
	1. 計画・情報担当より、資材基地を確認する。
	

	○
	
	
	□
	□
	84）応急復旧資材の確保（管材）

	1. 計画・情報担当より、確保する資材の数量を確認する。

資材の在庫状況を適宜確認する。*1

①②に基づき、メーカーに管材を発注し、受け取る。

管路復旧チームに必要な管材を引き渡す。

総務班の動員・調達担当に管材の伝票を提出する。
	*1在庫・備蓄状況に関する情報（民間所有の在庫・備蓄を含む）については、適宜更新を行い、応援事業者に共有する。


	○
	
	
	
	□
	42）給油所及び車両整備所の確認
43）物資等の確保
44）物品購入
	1. 計画・情報担当より、ガソリン等の確保が可能な給油所及び車両修理が可能な車両整備所を確認する。

車両使用者は必要に応じて、指定のあった給油所、車両整備所に行き、ガソリンの提供および車両整備を受ける。

計画・情報担当より、必要な物資等（食料、医薬品、救援物資等）を受け取る。

物品が必要な場合、計画・情報担当に依頼する。

納入された物品を計画・情報担当より受け取る。
	

	○
	
	
	
	□
	45）応援者・職員に対する用務
	1. 用務がある場合、計画・情報担当に依頼する。

	

	○
	
	
	□
	□
	28）苦情対応
	1. 市民から直接苦情を受けた場合、計画・情報担当に報告する。
	








	管路復旧班　管路復旧チーム等
	業　務　項　目
（太字：主要業務　　）
（細字：主要業務以外）
	業　　務　　内　　容
	留　意　事　項　等
（太字は重要な資料を示す。）

	実施主体
	主な実施時期
	
	
	

	当
事業者
	共同
	(幹事)
応援
事業者
	初期
	復旧期
	
	
	

	
	○
	
	□
	□
	15）管路復旧班会議
(班会議)
	1. 管路復旧班会議において、必要に応じてチームの活動状況を報告するとともに、活動方針を確認する。
	

	
	○
	
	□
	
	71）資料等の準備
22）通信機器の確保
23）緊急輸送車両確認証明書の確保

	1. 計画・情報担当から資料・様式を入手する。

計画・情報担当から通信機器、緊急輸送車両確認証明書を受け取る。

	

	
	○
	
	□
	
	72）被害・断水状況調査、緊急措置

	1. 定められた調査方法・順序に基づき、以下に示す被害状況(漏水、道路陥没等の有無・程度)・断水状況調査を行う。
重要路線および応急給水施設、避難所等に至る路線の被害
危険箇所、二次災害のおそれがある場所の被害
緊急輸送道路、鉄道、主要道路の横断箇所等の被害
通報を受けた未確認の被害
道路、河川施設等の被害と管路被害への影響
断水区域ならびに給水区域の水圧の確認

緊急措置として、以下に示す断水作業、配水調整を行う。
道路陥没、崖崩れや二次災害およびそれらのおそれがある場合、漏水が送配水に影響を及ぼす場合、断水作業を行う。
消火活動を行う場所に対して、配水調整(バルブ操作)を行う。
浄水場から配水池等への送水、主要管路の機能確保を優先して、配水調整を実施する。

被害・断水状況調査および緊急措置の結果を整理し、ブロック責任者が収集して、計画・情報担当に報告する。

	



	
	○
	
	□
	□
	73）他のライフラインの被害状況・復旧状況の確認
	1. 計画・情報担当から他のライフラインの被害状況・復旧状況等の情報を確認する。

	

	
	○
	
	□
	□
	24）地震災害関係情報の確認

	1. 計画・情報担当から地震災害関係情報(道路の被害・渋滞状況、復旧状況等を含む)を確認する。

	

	
	○
	
	□
	□
	81）応急復旧計画の確認、指揮・命令事項の確認
	1. 計画・情報担当から管路復旧計画を確認する。

計画・情報担当から指揮・命令事項を確認する。

	

	
	○
	
	□
	
	83）管路復旧業者の配備
32）管路復旧の応援事業者の配備

	1. ブロック責任者は、計画・情報担当から市管工事業協同組合等の管路復旧業者、管路復旧の応援事業者を受け入れ、担当を定め管路復旧チームに配備する。
	

	
	○
	
	
	□
	85）資材基地、残土置場の確認
	1. 計画・情報担当から資材基地、残土置場を確認する。

	

	
	○
	
	□
	□
	84）応急復旧資材の確保（管材）

	1. 復旧に必要な資材を資材調達担当より受け取る。

復旧に必要な資材が不足する場合、計画・情報担当に依頼する。

	

	
	
	○
	
	□
	91）漏水調査の実施



	1. ブロック責任者は、管路復旧チームと協議し、漏水調査を行う管路を設定し、漏水調査チームに指示する。

漏水調査チームは、指示された管路を対象に漏水調査を行う。*1

宅内配管の漏水に関する情報を提供できるよう、配水管の復旧作業の進捗に支障が生じない範囲で住民に提供する漏水情報を整理する。

	*1浄水機能が復旧し、基幹管路に通水が行われるまでの間に、加圧給水車を用いた配水支管への中間注水による漏水調査も効果的である。

	
	○
	
	
	□
	92）管路復旧工事等の実施
93）水質検査の実施
	1. 応急復旧計画に基づき、管路の復旧工事を行う。*1

復旧した配水管等を対象として水質検査を行う。*2

130 仮設給水栓設置計画に基づき、仮設給水栓を設置する。
	*1不在宅の止水栓を止めた場合には、その旨張り紙などをしておく。
*2水質検査は必要に応じて、施設等復旧チームの協力を得て行う。水質検査が未了の場合は、需要に応じて飲用制限をして配水することを検討する。

	
	○
	
	
	□
	92-1）応急復旧状況調査
	1. 管路復旧チームは管路の応急復旧状況、仮設給水栓の設置状況等を整理し、その結果をまとめる。*1

①の調査結果をブロック責任者が収集し、計画・情報担当に報告する。
	*1災害査定用資料として利用できるように、資料Ｃ１～資料Ｃ６を用いて作成。また、給水メーターの二次側の漏水状況の状況も確認し、集計することが望ましい。

	
	○
	
	
	□
	42）給油所及び車両整備所の確認
43）物資等の確保
44）物品購入
	1. 計画・情報担当からガソリン等の確保が可能な給油所及び車両修理が可能な車両整備所を確認する。

車両使用者は必要に応じて、指定のあった給油所、車両整備所に行き、ガソリンの提供および車両整備を受ける。

計画・情報担当から必要な物資等（食料、医薬品、救援物資等）を受け取る。

物品を購入する場合、計画・情報担当に依頼する。

納入された物品を計画・情報担当から受け取る。
	

	
	○
	
	
	□
	45）応援者・職員に対する用務
	1. 用務がある場合、計画・情報担当に依頼する。

	

	
	○
	
	□
	□
	28）苦情対応

	1. 市民から直接苦情を受けた場合、計画・情報担当に報告する。
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４.２ 情報連絡系統図









 (
4.2.1　
指揮命令系統図
) (
（水道給水対策本部長等）
)

 (
水道給水対策本部長
) (
統括（班長等）
) (
計画・情報担当★
) (
浄水施設等★
復旧チーム
)
 (
*1
) (
*2
) (
水道技術管理者
)


 (
総務班
)
 (
統括（班長等）
)


 (
動員・調達担当
) (
調査・広報担当
)


 (
（水道給水対策本部長等より）
)
 (
応急給水班
) (
統括（班長等）
)
 (
管路復旧班
)
 (
浄水施設復旧班
)
 (
統括（班長等）
)


 (
計画・情報担当★
) (
計画・情報担当★
)


 (
資材調達担当★
) (
管路復旧チーム★
(ブロック責任者)
) (
応急給水チーム★
(ブロック責任者)
)



 (
管路復旧チーム★
漏水調査チーム★
) (
応急給水チーム★
)



 (
　　　　　　
) (
指揮命令事項
：水道給水対策本部会議委員
★　　：応援事業者あるいは
共同
で実施する。
) (
*1応急対策の基本的重要事項
*2水道の技術上の管理に関する事項（水質検査、衛生上の措置、給水の緊急停止等）
)





 (
4.2.2
　
情報収集・広報連絡系統図
) (
（水道給水対策本部長等）
)

 (
水道給水対策本部長
)

 (
水道技術管理者
)

 (
総務班
)
 (
市災害対策本部
)
 (
統括（班長等）
) (
浄水施設復旧班
) (
計画・情報担当★
) (
浄水施設等★
復旧チーム
)
 (
報 道 機 関
) (
市　　　　民
)
 (
動員・調達担当
) (
調査・広報担当
)
 (
報 道 機 関
)


 (
管路復旧班
)

 (
応急給水班
) (
統括（班長等）
)
 (
統括（班長等）
) (
統括（班長等）
)


 (
計画・情報担当★
) (
計画・情報担当★
)



 (
資材調達担当★
) (
管路復旧チーム★
(ブロック責任者)
) (
応急給水チーム★
(ブロック責任者)
)


 (
管路復旧チーム★
漏水調査チーム★
) (
応急給水チーム★
)


 (
被害状況等の情報
：水道給水対策本部会議委員
★　　：応援事業
者
あるいは
共同
で実施する。
　　　　　　
)


　　※ 連絡方法として、コミュニケーションアプリも活用すること。



Ⅱ－77

image1.png
’W,

VISTE S 53

guh | [ mEmR |
EBERD —{ Flaia s — = =

KETBESE ) $neF4a38HTEAKE1S
F#EM T BiTEYKEE BrRLRcEERIREAD

r»{ HAETHEROKEELHS
WAZBAOBHRZEHES |

I A X B R

HRRZMENOKEERE |

 HAEREES |- -———-——-

$-d
e | oA XS — SAXBROBFRXBES
[ BIRES (BBES) ‘ S
| BREACKEE, 2E8) (AL
— s

- == > REREK. RUBFEEK

X1 RSN (TFEE 55 U EOME IITZ Mo BEREE - FHEIc X KK
TR AS A LT A ]) 180 T BSGE AT, Hh NS TKGE MR E o 1)
KON SR EGE ORI 24 SH T IR R ST 5, KBRS O GA T
EREENENGS b EDEEEKT 5,

2 WSAGEFEMIT, THE I R/KESTE Y = 5 i R %= [ 20l KB R
~OEHE L — k| & THAKEWHE ORI & DL — b WIS b IESEE 217
9. BB IXEICHERGEECHIK, IGRMRK - HIBORIRRZ B REN L, BEITEICH
HISEOEEHER & RYISEBEH ORI Z BV E L THEREN TS0 TH S BRI
Fl—ob0EHM),

3 AT 3 AETAR L V| e AER L OB O4 2 AR (LilERARRe S
FHEERR)





image2.png
i

FKsE

SR, HARMOBSHAI T SEEGEI R Rt D
(BHESFLL_ LTI RO &b .

R DU 22O HEGEK L — b (HZRERO B A L HRE I IR E AT
BUHMERRH) T, BERA~#]EIND,

<A, Bk AIRICRESN D,

< TRGBEREACH AR, S HRIBIC R EEIND,

- BUHIEREE R B SEERERT IR R R A S IRiEE N B,

[T AL

[*L_ BRRIBEROKERRSE
[* $PEBROBAREHES
BB R

i
1

i

:

'

'

:

'

1 L [ sRRxsSROKESRA
:

|

! HABAREBES - -
:

1

1

|

1

'

]

]

:

:

T
\— 12
2 *
Sneau® BIOKES

BAAGEHEHMAL— N, RICHEISROBEE R RSB RO 2 B i
LUTHEHEIT 2.

TR BTN —NHEOX

XL —NZHEOE F«\fﬁ;ﬁé

h3,

PEEIR . HGERT R
L. ERAE~ESN D,

 PARGERF AL, PR RIS EE N D,
SRR, R ZHBEEND,

TFAKGERN FAER
(EEEF  EIFERS)

(EEEs]
<FRENEFLE>
sEATR

XEREHE

EEEs]
<BE>
e

S TErEs ]

BERFRAOABHH K L 7355]





image3.emf
応急給水の充実

（応急給水対策）

給水車、給水資機材の確保

運搬給水基地の整備

拠点給水施設の整備

仮設給水場所の設定等



給水作業人員の確保

応急給水施設の整備

応急給水体制の整備
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復旧が行い易い給水装置の整備

応急復旧の迅速化 復旧優先順位の設定

情報管理システム等の整備

監視制御設備の整備

復旧作業人員の確保

復旧資機材の確保

情報管理設備の整備

応急復旧体制の整備

復旧の迅速化

（応急復旧対策）
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